
 
 
 

  

 

SH“U”N プロジェクト評価結果 
ハタハタ日本海北部 

Ver 1.0.0 
国⽴研究開発法⼈ 
⽔産研究・教育機構 

 
 

本評価報告書は、SH"U"N プロジェクト評価⼿順書(ver 2.0.4)に基づいて作成された。 

報告書案作成：2022 年 6 ⽉ 29 ⽇ 

Stakeholder consultation：2022 年 7 ⽉ 10 ⽇〜8 ⽉ 10 ⽇ 

パブリックコメント：2022 年 10 ⽉ 30 ⽇〜2022 年 11 ⽉ 25 ⽇ 

報告書完成：2022 年 12 ⽉ 12 ⽇ 

 



各章執筆者⼀覧 

 

1．資源の状態 

飯⽥ 真也・岸⽥ 達 

 

2．海洋環境と⽣態系への配慮 

川内 陽平・⽵茂 愛吾・福⽥ 野歩⼈・⼭本 敏博・岸⽥ 達 

 

3．漁業の管理 

岸⽥ 達・三⾕ 卓美 

 

4．地域の持続性 

⽟置 泰司・三⽊ 奈都⼦・岸⽥ 達・飯⽥ 真也・⼤関 芳沖・渡邉 りよ 

 

5．健康と安全・安⼼ 

村⽥ 裕⼦・鈴⽊ 敏之 

 

編纂 岸⽥ 達・松川 祐⼦・⼤関 芳沖 

編纂責任者 ⼤関 芳沖・杉崎 宏哉 

 



 
 

i

⽬ 次 

概要 ............................................................................................................... 1 
引用文献 ...................................................................................................................... 3 

1．資源の状態 ............................................................................................. 4 
概要 ............................................................................................................................. 4 
評価範囲 ...................................................................................................................... 4 
1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング ................................................................ 6 

1.1.1 生物学的情報の把握 ......................................................................................... 6 
1.1.1.1 分布と回遊 ............................................................................................................ 6 
1.1.1.2 年齢・成長・寿命 ................................................................................................. 6 
1.1.1.3 成熟と産卵 ............................................................................................................ 7 
1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 .................................................................................. 7 

1.1.2 モニタリングの実施体制 ................................................................................. 7 
1.1.2.1 科学的調査 ............................................................................................................ 8 
1.1.2.2 漁獲量の把握 ........................................................................................................ 8 
1.1.2.3 漁獲実態調査 ........................................................................................................ 9 
1.1.2.4 水揚げ物の生物調査 ............................................................................................. 9 
1.1.2.5 種苗放流実績の把握 ............................................................................................. 9 
1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 ............................................................................. 10 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 .................................................................... 10 
1.1.3.1 資源評価の方法 ................................................................................................... 10 
1.1.3.2 資源評価の客観性 ............................................................................................... 11 

1.1.4 種苗放流効果 .................................................................................................. 11 
1.1.4.1 漁業生産面での効果把握 .................................................................................... 11 
1.1.4.2 資源造成面での効果把握 .................................................................................... 12 
1.1.4.3 天然資源に対する影響 ........................................................................................ 12 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 ............................................................................ 12 
1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 ......................................................................... 12 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 ......................................................................... 13 
1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 ................................... 13 
1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク .................................................................... 14 
1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 ................................................................. 14 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 ........................................................................................... 14 
1.3.3.2 予防的措置の有無 ............................................................................................... 14 
1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 ............................................................................. 15 
1.3.3.4 漁業管理方策の策定 ........................................................................................... 15 



 
 

ii 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 ................................. 15 
引用文献 .................................................................................................................... 16 

2．海洋環境と生態系への配慮 .............................................................. 18 
概要 ........................................................................................................................... 18 
評価範囲 .................................................................................................................... 19 
2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング ..................................... 23 

2.1.1 基盤情報の蓄積 ............................................................................................... 23 
2.1.2 科学調査の実施 ............................................................................................... 23 
2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング .................................................................... 23 

2.2 同時漁獲種 ......................................................................................................... 23 
2.2.1 混獲利用種 ..................................................................................................... 23 
2.2.2 混獲非利用種 .................................................................................................. 25 
2.2.3 希少種 ............................................................................................................. 26 

2.3 生態系・環境 ...................................................................................................... 27 
2.3.1 食物網を通じた間接作用 ............................................................................... 27 

2.3.1.1 捕食者 ................................................................................................................. 27 
2.3.1.2 餌生物 ................................................................................................................. 28 
2.3.1.3 競争者 ................................................................................................................. 29 

2.3.2 生態系全体 ..................................................................................................... 31 
2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 .................................................................... 33 
2.3.4 海底環境 ......................................................................................................... 33 
2.3.5 水質環境 ......................................................................................................... 35 
2.3.6 大気環境 ......................................................................................................... 36 

引用文献 .................................................................................................................... 37 
3．漁業の管理 ........................................................................................... 41 

概要 ........................................................................................................................... 41 
評価範囲 .................................................................................................................... 42 
3.1 管理施策の内容 .................................................................................................. 43 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール ..................... 43 
3.1.2 テクニカル・コントロール ............................................................................ 43 
3.1.3 種苗放流効果を高める措置 ............................................................................ 44 
3.1.4 生態系の保全施策 .......................................................................................... 44 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 ................................. 44 
3.1.4.2 生態系の保全修復活動 ........................................................................................ 45 

3.2 執行の体制 ......................................................................................................... 45 
3.2.1 管理の執行 ..................................................................................................... 45 



 
 

iii

3.2.1.1 管轄範囲 ............................................................................................................. 45 
3.2.1.2 監視体制 ............................................................................................................. 45 
3.2.1.3 罰則・制裁 .......................................................................................................... 46 

3.2.2 順応的管理 ..................................................................................................... 46 
3.3 共同管理の取り組み ........................................................................................... 46 

3.3.1 集団行動 ......................................................................................................... 46 
3.3.1.1 資源利用者の特定 ............................................................................................... 46 
3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 .................................................................................... 47 
3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 ...................................................................... 47 
3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 .............................................................. 47 

3.3.2 関係者の関与 .................................................................................................. 48 
3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 ........................................................... 48 
3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 .............................................................. 48 
3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 .................................................................................... 48 
3.3.2.4 管理施策の意思決定 ........................................................................................... 49 
3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 ...................................................................... 49 

引用文献 .................................................................................................................... 50 
4．地域の持続性 ....................................................................................... 53 

概要 ........................................................................................................................... 53 
評価範囲 .................................................................................................................... 53 
4.1 漁業生産の状況 .................................................................................................. 55 

4.1.1 漁業関係資産 .................................................................................................. 55 
4.1.1.1 漁業収入のトレンド ........................................................................................... 55 
4.1.1.2 収益率のトレンド ............................................................................................... 55 
4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド .................................................................................... 55 

4.1.2 経営の安定性 .................................................................................................. 56 
4.1.2.1 収入の安定性 ...................................................................................................... 56 
4.1.2.2 漁獲量の安定性 ................................................................................................... 56 
4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 ........................................................................................ 56 

4.1.3 就労状況 ......................................................................................................... 57 
4.1.3.1 操業の安全性 ...................................................................................................... 57 
4.1.3.2 地域雇用への貢献 ............................................................................................... 57 
4.1.3.3 労働条件の公平性 ............................................................................................... 57 

4.2 加工・流通の状況 .............................................................................................. 58 
4.2.1 市場の価格形成 .............................................................................................. 58 

4.2.1.1 買受人の数 .......................................................................................................... 58 



 
 

iv 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 ........................................................................................ 59 
4.2.1.3 貿易の機会 .......................................................................................................... 59 

4.2.2 付加価値の創出 .............................................................................................. 59 
4.2.2.1 衛生管理 ............................................................................................................. 59 
4.2.2.2 利用形態 ............................................................................................................. 60 

4.2.3 就労状況 ......................................................................................................... 60 
4.2.3.1 労働の安全性 ...................................................................................................... 60 
4.2.3.2 地域雇用への貢献 ............................................................................................... 61 
4.2.3.3 労働条件の公平性 ............................................................................................... 61 

4.3 地域の状況 ......................................................................................................... 61 
4.3.1 水産インフラストラクチャ ............................................................................ 61 

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 .............................................................. 61 
4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 ............................................................................. 62 
4.3.1.3 物流システム ...................................................................................................... 63 

4.3.2 生活環境 ......................................................................................................... 63 
4.3.2.1 地域の住みやすさ ............................................................................................... 63 
4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 .................................................................................... 63 

4.3.3 地域文化の継承 .............................................................................................. 64 
4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 .................................................................. 64 
4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 ........................................................... 64 

引用文献 .................................................................................................................... 67 
5．健康と安全・安心 .............................................................................. 71 

5.1 栄養機能 ............................................................................................................. 71 
5.1.1 栄養成分 ......................................................................................................... 71 
5.1.2 機能性成分 ..................................................................................................... 72 

5.1.2.1 EPA と DHA ......................................................................................................... 72 
5.1.2.2 ミネラル ............................................................................................................. 72 

5.1.3 旬と目利きアドバイス ................................................................................... 72 
5.1.3.1 旬 ........................................................................................................................ 72 
5.1.3.2 目利きアドバイス ............................................................................................... 72 

5.2 検査体制 ............................................................................................................. 72 
5.2.1 食材として供する際の留意点 ........................................................................ 72 
5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 ......................................................... 72 
5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 ................................ 72 
5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 ......................................................... 73 
5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 ........................................................................ 73 



 
 

v

引用文献 .................................................................................................................... 73 



 
 

1

概要 

魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

 スズキ目、カジカ亜目、ハタハタ科に属し、学名は Arctoscopus japonicus。体は細長く

て側偏する。体色として、背面は茶褐色、腹面は白色。口は大きく下顎が前に出る。背

鰭は 2 基でよく離れ、胸鰭は非常に大きい。 

〔分布〕 

 山口県以北の日本海、オホーツク海、千島列島からカムチャッカ半島に至る北太平洋

に生息する。評価対象のハタハタ日本海北部系群は、能登半島から津軽海峡にかけて分

布する。 

〔生態〕 

 秋田県沿岸で漁獲されたハタハタの耳石年齢査定結果から判断すると、体長は 1 歳

12 ㎝前後、2 歳 15 ㎝前後、3 歳 18 ㎝前後、4 歳 21 ㎝前後に成長する(池端 1988)。成長

には雌雄差があり、雌は雄に比べ成長が速い(池端 1988)。寿命は 5 歳程度と推定される

(Makino 2011)。雄は 1 歳、雌は 2 歳から成熟する。産卵は 12 月に秋田県沿岸の藻場を

中心に行われる(杉山 1992)。 

〔漁業〕 

 沖合底びき網漁業 1 そうびき(以下、沖底)及び小型底びき網漁業かけまわし(以下、小

底)によって周年(禁漁期 7～8 月を除く)、定置網及び刺網によって冬期(産卵接岸期)に

漁獲が行われる。 

〔利用〕 

 塩焼き、煮付け、干物、飯寿司で食される。ハタハタを原料とした魚醤「しょっつる」

も人気。 

 

資源の状態 

 本系群の生物学的、生態学的情報は十分ではないが利用可能である。漁獲量、漁業実

態は長期間利用可能である。水揚げ物の生物調査は主要港について行われている。資源

評価方法は沖底標準化 CPUE に基づいてなされている。資源評価結果は公開の会議で外

部有識者を交えて協議され毎年公表されている。資源の水準・動向は中位、横ばいであ

るため、現状の漁獲圧が資源の持続的生産に与える影響や資源枯渇リスクは低いと考え

られる。資源管理に関して公的・自主的な取り組みが行われている。資源は環境変化に

影響を受けていると考えられるが、資源評価には考慮されていない。遊漁による漁獲の
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影響は考慮されていない。 

 

海洋環境と生態系への配慮 

 本系群の生態、資源、漁業等については関係県、国立研究開発法人水産研究・教育機

構(以下、水産機構)等で調査が行われ成果が蓄積されているが、日本海北部海域の生態

系に関する調査・研究例は少ない。当該海域では各県調査船による沖合定線調査、沿岸

定線調査により水温、塩分等の調査が定期的に実施されている。混獲非利用種や希少種

について、漁業から情報収集できる体制は整っていない。 

混獲利用種は、小型定置網については、量的にわずかであるためなしとした。小底の

混獲利用種であるマダラ、マダイ、ホッケ、ホッコクアカエビ、カレイ類のうち、ホッ

ケ道南系群は資源が懸念される状態にあり、カレイ類についても近年減少傾向であった。

混獲非利用種は、小型定置網はなし、小底はクモヒトデ類としたが総漁獲量に対するク

モヒトデ類の漁獲量は少なく無視し得た。希少種で生息環境が日本海北区と重複する種

について PSA 評価を行った結果、全体としてリスクは低い値を示した。 

生態系全体への影響に関しては、漁獲物平均栄養段階に定向的な傾向は認められなか

った。食物網を通じたハタハタ漁獲の間接影響は、餌生物で懸念は認められなかったが、

ハタハタの捕食者、競争者で資源量の減少傾向の懸念が認められた。漁業による海底環

境への影響については、小底と小型定置網の双方において、漁場の一部で海底環境の変

化が懸念された。 

 

漁業の管理 
小型定置網は知事により許可され、免許された共同漁業権が行使されるため参入規制

が働いており、さらに自主的に禁漁期間の設定(青森県)、漁獲量制限、休漁日設定(秋田

県地区ごと)が取り組まれてきており、秋田県では漁獲努力量管理に移行した。小底は

知事許可漁業であり隻数制限、禁漁期間、操業禁止区域が定められており、さらに自主

的に休漁、目合規制等に取り組んでいる。秋田県、青森県、山形県、新潟県の漁業者が

北部日本海ハタハタ資源管理協定を締結し、採捕体長制限等を実施するなど、小型魚保

護を行っている。 

 本系群の資源管理については分布域をカバーする形で日本海・九州西広域漁業調整委

員会・日本海北部会で扱われている。小底、小型定置網については各県当局が漁業の監

視・取り締まりを行い、関係法令に違反した場合、有効と考えられる制裁が設定されて

いる。第 2 種共同漁業についても共同漁業権行使規則に罰則が定められている。新漁業

法下の各県資源管理基本方針で、漁業者自身が定期的に計画の実施状況を検証し改良す

ることとなっており、県としても 5 年ごとに方針の検討、見直しをすることになってお

り順応的管理の仕組みが導入されていると考えられる。 
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 すべての漁業者は漁業者組織に所属しており、特定できる。本系群に対して小型定置

網、小底で自主的な管理が実施されており漁業者組織の管理に対する影響力は強い。漁

業関係者は本系群の自主的管理、公的管理に主体的に参画しており、漁業者以外にも適

用される沿岸域での採捕を制限、禁止する海区漁業調整委員会指示がある。幅広い利害

関係者も資源管理に参画している。漁業者が管理施策の意思決定に参画する仕組みが存

在している。 

 

地域の持続性 

 本系群は、青森県・秋田県の小型定置網及び山形県、新潟県の小底で大部分が獲られ

ている。漁業収入のトレンドは低下を示し、収益率のトレンドは高く、漁業関係資産の

トレンドはやや低かった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量の安定性と

もに中程度であった。漁業者組織の財政状況は中程度であった。操業の安全性は高かっ

た。地域雇用への貢献は高い。労働条件の公平性については、漁業及び加工業で特段の

問題はなかった。小規模市場では漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しな

い可能性があり、セリ取引、入札取引による競争原理が働かない場合も生じる。卸売市

場整備計画等により衛生管理が徹底されており、仕向けは中高級食材である。先進技術

導入と普及指導活動は行われており、物流システムは整っていた。水産業関係者の所得

水準はやや低い。地域ごとに特色ある漁具漁法が残されており、地元での伝統的な料理

提供が盛んである。 

 

健康と安全・安心 

 ハタハタには、骨や歯の組織形成に関与しているカルシウム、亜抗酸化作用を有する

セレンが多く含まれている。脂質には、血栓予防や高血圧予防等の効果を有する高度不

飽和脂肪酸である EPA と、脳の発達促進や認知症予防等の効果を有する DHA が豊富に

含まれている。東北や北海道ではハタハタの旬は 12 月～翌年 1 月である。この時期は

産卵期にあたり、「ブリコ」と呼ばれる卵をもっている雌が珍重される。 
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1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング(1.1) 

 ハタハタ日本海北部系群の分布と回遊は、成魚について漁獲位置及び標識放流調査の

情報に基づいて報告があるが、未成魚には未解明な点も多い。成長や成熟に関する生物

学的特徴は得られている(1.1.1 3.3 点)。漁獲量は 1952 年より集計され、長期間利用可

能である。水揚げ物の生物調査は一部について行われている(1.1.2 3.8 点)。資源評価方

法は沖合底びき網漁業 1 そうびき(以下、沖底)に関する標準化 CPUE の経年変化に基づ

いてなされている。資源評価結果は公開の会議で外部有識者を交えて協議され毎年公表

されている(1.1.3 4.5 点)。 

対象種の資源水準と資源動向(1.2) 

 沖底に関する標準化 CPUE(1972～2019 年)に基づき、資源水準は中位、最近 5 年間

(2015～2019 年)の推移から資源動向は横ばいと判断した(1.2.1 3 点)。 

対象種に対する漁業の影響評価(1.3) 

 資源の水準・動向は中位・横ばいであるため、現状の漁獲圧が資源の持続的生産に与

える影響や資源枯渇リスクは低いと考えられる(1.3.1 4 点, 1.3.2 4 点)。北部日本海海

域ハタハタ資源管理運営協議会によって締結される協定のもとで、全長 15cm 未満の個

体を放流するなど公的・自主的な取り組みが継続されている。資源は環境変化に影響を

受けていると考えられるが、資源評価において環境の影響は考慮されていない。遊漁の

影響は考慮されていない(1.3.3 2.8 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 

 2020 年の「我が国周辺水域の漁業資源評価」によれば(飯田ほか 2021)、2019 年にお

ける日本海北部海域のハタハタ漁獲量は 1,779 トンであり、このうち本系群の分布範囲

内で広く操業する沖底(279 トン)の割合は 16%を占めた。本系群の漁場は能登半島から

津軽海峡周辺になる。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

 漁獲統計は農林水産省により毎年集計され漁業・養殖業生産統計年報として公表され

ている。沖底の漁獲成績報告書に基づく漁獲量と漁獲努力量を収集している。 
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③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 

 水産庁の資源調査・評価推進事業の一環として、水産機構が県の水産試験研究機関等

と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その結果の報告は公表され

ている。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集

する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 

 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 

 

⑥ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング 

1.1.1 生物学的情報の把握 

 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する基

本的情報が不可欠である(田中 1998)。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するために

必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4 項目に

ついて評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成熟

と産卵の各項目とする。種苗放流を実施している魚種については、④種苗放流に必要な

基礎情報も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 

 本系群は能登半島から津軽海峡にかけて分布し、形態・漁業情報等から北海道周辺の

ものと独立した資源とみなされている(沖山 1970)。未成魚期の回遊生態は不明な点が

多いが、孵化 1 年後には新潟県から秋田県の沖合で群れを形成し、底びき網漁業の対象

となる。冬季には、青森県から山形県の沿岸域に産卵のため来遊、接岸する。産卵終了

後、親魚は速やかに産卵場を離れ、春季にかけて新潟県の沖にまで南下し漁場を形成す

る(杉山 1991a)。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

生活史の一部

のステージに

おいて、把握

され、十分で

はないが、い

くつかの情報

が利用できる 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

最低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

 厳冬の 12 月に産み付けられた卵は、翌年 2～3 月中旬にかけて孵化する(甲本ほか 

2011)。孵化に要する日数は、水温 8℃前後で受精から 50～75 日(落合･田中 1986)。孵化

後、稚魚は全長 50～60mm となる 6 月まで岩礁・砂浜域で生育し(甲本ほか 2011)、沿岸

域の水温上昇を契機に水温 5℃台の水深 200 m 以深の沖合へ移動する(秋田県水産振興

センターほか 1989)。成長については、2 歳で体長 150～180 mm、3 歳で 180～220 mm、

4 歳で 240mm 前後と推測される。雌雄を比較すると 2 歳以上で雌のほうが 10～20 mm

程度大きい(池端 1988)。本種の寿命は 5 歳。以上より 4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 

 雄は 1 歳後半に達すると成熟を開始し、その年の冬から再生産に関与する。一方、雌

は 1 歳のうちは成熟せず、主に 2 歳時の年末から産卵する。生殖腺指数は雌雄とも 8 月

ごろに高くなり始め、9～11 月にかけて急速に増大する(杉山 1991b)。ハタハタの産卵

は、沿岸の藻場(岩礁域)において厳冬のごく短い一時期(11 月下旬～翌年 1 月中旬、近

年では 12 月上・中旬)に集中して行われる。卵は海水に触れることによって強い粘着性

をもつようになり、直径 3～5 cm の卵塊を形成する。本系群の産卵場は主に秋田県沿岸

であるが(杉山 1992)、青森県鰺ヶ沢～岩崎(現深浦町)沿岸や新潟県南部の沿岸等にもみ

られる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 

 当該海域では本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握され

ていない 

データはあ

るが分析さ

れていない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 

 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並び

に資源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制と

しての項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6 項目において資源評価の実施に必

要な情報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁

獲量の把握、③漁獲実態調査、④水揚げ物の生物調査、である。種苗放流を実施してい

る魚種については、⑤種苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、について
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も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでいう期

間の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3 世代時間(IUCN 2022)を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 

 青森県・秋田県・山形県沖において本種を対象とした新規加入量調査が春季に、秋田

県から新潟県沖において摂餌回遊群を対象とした大型桁網による採集調査が夏季に行

われている。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

 本系群の漁獲量は 1952 年から集計されている(図 1.1.2.2)。1965～1975 年の漁獲量は

20,000 トン前後と高かった。1976 年に 11,746 トンに半減して以降、漁獲状況は急激に

悪化し、1991 年には 158 トンまで低下した。このような資源の急激な悪化により、秋田

県は 1992 年 9 月～1995 年 9 月に独自に 3 年間の採捕禁止に踏み切り、資源の回復を図

った(Suenaga 2008, Makino 2011)。秋田県の禁漁明けの 1995 年から漁獲量が増加し、2001

年には日本海北部全体で 2,673 トンとなり、1980 年代初頭の水準に達した。2003 年以

降、秋田県で自主的に漁期短縮がなされた 2007 年を除き、4,000 トン以上となり、2004

年には 5,405 トンとなった。しかし、漁獲量は 2010 年ごろから減少し、2019 年では 1,779

トンと 2017～2018 年(1,519～1,578 トン)に引き続き 2,000 トンを下回った(飯田ほか 

2021)。以上より 5 点を配点する。 
 

 

 

 

 

 

 

図1.1.2.2 

県別漁獲量

の推移 

 

 

 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量が

短期間把握でき

ている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が短

期間把握でき

ている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 
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1.1.2.3 漁獲実態調査 

 日本海北部海域における沖底の有漁網数(ハタハタの漁獲があった日・船の曳網数、

図 1.1.2.3)は、男鹿北部において 2008 年に突出し 93 百網となったが、2009 年以降 10 百

～26 百網で推移し、2019 年は 27 百網であった。男鹿南部において、有漁網数は 2009

年以降 30 百網前後で推移しその後減少したが、2017 年以降漸増して 2019 年には 23 百

網となった。新潟県沖では 2013～2017 年は 2 百～3 百網で推移したが、その後減少し

て 2019 年には 1.6 百網となった(飯田ほか 2021)。以上より 3 点を配点する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.2.3 努

力量の推移 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚げ物の生物調査 

 対象海域の一部の主要港において、月別体長組成データの収集のための調査が行われ

ている(飯田ほか 2021)。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 

 当該海域では本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 
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放流実績等

の記録はほ

とんどない 

. 一部の項目、地域、時

期については、放流実

績等が記録されていな

い 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 

 当該海域では本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工

種苗と天然種苗の

識別が可能である 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、

また、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析すること

であり、資源(漁業)管理のための情報として非常に重要である(松宮 1996)。資源評価方

法、資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 沖底の漁獲成績報告書から 1972～2019 年の資源量指標値(標準化 CPUE)を求め、資源

水準を過去最高値を 3 等分した境界値、動向を直近 5 年間の推移から判断した(飯田ほ

か 2021)。以上より評価手法②により判定し、4 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加

えるなど詳細に

解析した現存量

推定の経年変化

により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

分布域全体での

調査に基づき資

源評価が実施さ
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されている れている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機関である、水産機構及び都

府県の水産試験研究機関等には解析及びデータを資源評価検討の場であるブロック資

源評価会議前に公開している。資源評価結果は翌年度までに水産庁のホームページにて

公開している。報告書作成過程では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識者の意

見にそった修正がブロックの資源評価会議でなされる。本系群は 9 月に開催される日本

海ブロック資源評価会議でその資源評価案が議論される。資源評価への関心が高まって

いることを踏まえ、本会議は公開し一般傍聴を受け付けている。検討の場が公開されて

おり、資源評価手法並びに結果については外部査読が行われている。以上より 5 点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 

 第 7 次栽培漁業基本方針によれば(水産庁 2015)、放流種苗を成長後にすべて漁獲す

ることを前提に放流を継続する従来の取り組みではなく、栽培漁業が沿岸資源の維持及

び回復に確実に寄与するよう親魚を獲り残して再生産を確保する資源造成型栽培漁業

を推進することが謳われている。ここでは従来の一代回収型としての栽培漁業(1.1.4.1)、

及び資源造成型としての栽培漁業の効果(1.1.4.2)について評価を行う。あわせて天然資

源への影響(北田 2001)についても評価を行う(1.1.4.3)。 

1.1.4.1 漁業生産面での効果把握 

 当該海域では現在は本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価

しない。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

混入率、回収

率は調査され

ていない 

. 一定期間混入率、または回収

率が調査されているが、放流

効果は顕著とはいえない 

. 一定期間以上混入率または回

収率が調査されており、放流

効果が顕著に認められる 
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1.1.4.2 資源造成面での効果把握 

 当該海域では現在は本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価

しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲物中に人工種苗

が成長し親魚になっ

た個体は見られない 

. 漁獲物中に人工種苗が

成長し親魚になった個

体が時々見られる 

漁獲物中に人工

種苗が成長し親

魚になった個体

が常に見られる 

人工種苗が再生

産に寄与してい

ることが確認さ

れている 

 

1.1.4.3 天然資源に対する影響 

 当該海域では現在は本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価

しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流魚による天然資

源の置き換えについ

て調査されていない 

放流魚による天然資源

の置き換えについて調

査し、発生が疑われて

いる 

. . 放流魚による天然資源の置

き換えについて調査し、発

生していないことが確認さ

れている 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

 水準・動向の判断には、沖底の標準化 CPUE を用いた。漁獲が多かった 1970 年代半

ばに記録された最高値(1972 年 13.2)を三等分し、8.8 を高位と中位、4.4 を中位と低位の

境界とした(図 1.2.1)。標準化 CPUE は 2011 年より概ね増加傾向を示し、2016 年に低位

の境界を上回った。2017～2018 年にかけて急激に減少したが、2019 年には増加して 7.4

となった。以上より、水準は中位と判断した。直近 5 年間(2015～2019 年)の標準化 CPUE

について、回帰係数の傾きに 0 との有意差が認められなかったため(p=0.7)、動向は横ば

いと判断した(飯田ほか 2021)。以上より評価手法②により判定し 3 点を配点する。 
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図1.2.1 水準・

動向 

 

 

 

 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 限界管理基準値

以下 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・増加 

目標管理基準値

以上 

② 低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

 過去 5 年間(2015～2019 年)の漁獲量は、5 回のうち 3 回 ABClimit を下回っているこ

とから、評価手法③により 4 点とする。 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsyまたは 
SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit 
Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ＞ Flimit または 
Bcur ≦ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

③ Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

④ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

⑤ 不明、判定不能 . . . . 
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1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

 資源水準が中位で動向が横ばいであり(飯田ほか 2021)、絶滅確率も低いとされてい

る(水産庁 2017)ことから評価手法②により 4 点とする。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②

③ 

資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を

増大させる一環として位置づけられる(松宮 1996)。漁業管理方策策定における資源評

価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

 小型定置網については公的規制のほか、禁漁期間の設定、漁獲量制限、休漁日設定が

取り組まれて来た。小底は公的規制のほか、休漁、目合規制等に取り組んでいる。秋田

県、青森県、山形県、新潟県の漁業者が北部日本海ハタハタ資源管理協定を締結し、採

捕体長制限等を実施するなど、小型魚保護を行っている（3.1.1、3.1.2 参照）。以上より

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲制

御規則

はない 

漁獲制御規則がある

が、漁業管理には反

映されていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

 我が国の資源管理のための漁獲方策(harvest control rule)では、管理基準設定に際し不

確実性を考慮した管理基準が設定されているが、施策には反映されていない。以上より

2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が考

慮されていない 

予防的措置は考慮され

ているが、漁業管理に

は反映されていない 

. 予防的措置は考慮

されており、その

一部は漁業管理に

十反映されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 
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1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

 本来ハタハタは沿岸の藻場(岩礁域)で産卵するが、近年、水深 200 m 前後の沖合に設

置された刺網にハタハタの卵塊が付着している状況が観察されるようになった(青森県

新深浦町漁業協同組合岩崎支所 私信)。このような現象の原因は解明されていないが、

沿岸水温の上昇が関係している可能性がある。評価には反映されていないため(飯田ほ

か 2021)、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影響

については、調

べられていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影

響が把握さ

れ、十分に考

慮されている 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 

 北部日本海海域ハタハタ資源管理運営協議会によって締結される協定のもとで、全長

15cm 未満の個体を放流する取り組みが継続されている。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意見は

全く取り入れられていない、また

は、資源評価結果は漁業管理へ反

映されていない 

. 内部関係者の

検討により、

策定されてい

る 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 

 本系群に関しては、産卵接岸群を対象とする遊漁が山形県・秋田県・青森県において

行われているものの、その実態は不明であり、遊漁の影響を資源評価で考慮していない

(飯田ほか 2021)。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外

国漁船、

IUUなど

の漁獲の

影響は考

慮されて

いない 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

した漁業管理方

策の提案に向け

た努力がなされ

ている 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業によ

る漁獲を考慮す

る必要があり、

一部に考慮した

漁業管理方策の

提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁獲

を殆ど考慮する必要

がないか、もしくは

十分に考慮した漁業

管理方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング(2.1) 

ハタハタ日本海北部系群の生態、資源、漁業等については関係県、水産機構等で調査

が行われ成果が蓄積されているが、日本海北部海域の生態系に関する調査・研究例は少

ない(2.1.1 3 点)。当該海域では各県調査船による沖合定線調査、沿岸定線調査により

水温、塩分等の調査が定期的に実施されている(2.1.2 4 点)。混獲非利用種や希少種に

ついて、漁業から情報収集できる体制は整っていない(2.1.3 3 点)。 

同時漁獲種(2.2) 

混獲利用種は、小型定置網については、量的にわずかであるためなしとした。小型底

びき網漁業かけまわし(以下、小底)の混獲利用種のマダラ、マダイ、ホッケ、ホッコク

アカエビ、カレイ類のうち、ホッケ道南系群は資源が懸念される状態にあり、カレイ類

についても近年減少傾向であった(2.2.1 小型定置 4 点, 小底 3 点, 総合 4 点)。混獲非

利用種は、小型定置網は混獲利用種同様なしとした。小底はクモヒトデ類としたが総漁

獲量に対するクモヒトデ類の漁獲量は少なく無視しうると考えた(2.2.2 小型定置 4 点, 

小底 5 点, 総合 4 点)。希少種で生息環境が日本海北区と重複する種について PSA 評価

を行った結果、全体としてリスクは低い値を示した(2.2.3 4 点)。 

生態系・環境(2.3) 

食物網を通じたハタハタ漁獲の間接影響については以下のとおりである。ハタハタの

捕食者と考えられるマダラの資源に懸念はなかったが、アカガレイの資源は懸念される

状態であった(2.3.1.1 3 点)。ハタハタの餌生物としてニホンウミノミ、キュウリエソの

PSA 評価を、またホタルイカの CA 評価を実施した結果、リスクは低いと考えられたた

め 4 点とした(2.3.1.2 4 点)。ハタハタの競争者と考えられたのはスルメイカ、ソウハ

チ、ムシガレイ、マダラであるが、複数の資源で懸念が認められた(2.3.1.3 3 点)。漁獲

物の平均栄養段階には定向的な傾向が認められなかったことから、小型定置網、小底の

影響はないと判断した(2.3.2 5 点)。海底環境への影響についてみると、小底では漁獲

物栄養段階組成に急激な変化は認められないものの、規模と強度の影響が中程度であり、

漁場の一部で海底環境への影響が懸念された。また、小型定置網についても、漁具を固

定するアンカーが海底に接地することから、海底環境への影響が懸念されると考えられ

た(2.3.4 小底 3 点, 小型定置 3 点, 総合 3 点)。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

農林水産統計(農林水産省 2021)によれば、日本海北区における 2019 年のハタハタ漁

獲量は 1,779 トンであるが、漁法別漁獲量は、小型定置網 763 トン(42.9%)、小底 615 ト

ン(34.6%)等である。よって評価対象漁業は小型定置網、小底とする。 

② 評価対象海域の特定 

飯田ほか(2021)によれば、本系群の分布域は青森県沖合から能登半島周辺海域である。

したがってこの分布域とほぼ重複する日本海北区を評価対象海域とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具、漁法 

・小型定置網：身網部の水深が 27ｍ以浅の定置網。 

・小底：底びき網でかけまわしを行う。袖網の長さ約 50ｍ、網はロープに付けられてい

る。 

2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 

・小型定置網：2018 年漁業センサスによれば、日本海北区における経営体数は 584 で

ある(農林水産省 2020)。 

・小底：5～15 トン、2018 年漁業センサスによれば、日本海北区における経営体数は 639

である(農林水産省 2020)。 

 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

2019 年の農林水産統計(農林水産省 2021)によれば、日本海北区における魚種別漁獲

量で上位に来る種は以下のとおりである。ただし、主に当該海区外で漁獲されたのでは

ないかと考えられるマグロ類、カジキ類、カツオ類、サメ類、サンマは除外した。 

  漁獲量(トン) 率(％) 
スルメイカ 4,646 9.2 
ブリ 4,532 9.0 
マイワシ 4,410 8.7 
ベニズワイガニ 4,177 8.3 
マアジ 3,127 6.2 
サバ類 2,124 4.2 
その他イカ類 1,611 3.2 
マダイ 1,421 2.8 
カレイ類 1,371 2.7 
総計* 50,492 100 

＊総計は、総漁獲量(78,634 トン)からマグロ類、カジキ類、カツオ類、サメ類、サンマを除外し
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た値。その他イカ類とはスルメイカ、アカイカ以外である。 

4) 操業範囲：大海区，水深範囲 

・小型定置網：日本海北区、身網部の水深は 27m 以浅の沿岸域。 

・小底：日本海北区、200～500m。 

5) 操業の時空間分布 

・小型定置網：青森県西部海域のはたはた小型定置網は 11 月 1 日～翌年 1 月 31 日、秋

田県のはたはた小型定置網は 11 月 1 日～翌年 1 月 15 日が漁期である（3.1.1 参照）。 

・小底：9 月～翌年 6 月。 

6) 同時漁獲種 

混獲利用種： 

・小型定置網 
農林水産統計による 2019 年の日本海北区における小型定置網の魚種別漁獲量で上位

の魚種は以下のとおりである(農林水産省 2021)。 

  漁獲量(トン) 率(％) 
マイワシ 2,038 21.3 
マダラ 1,345 14.0 
マアジ 843 8.8 
ハタハタ 763 8.0 
その他イカ類 706 7.4 
サケ 533 5.6 
ブリ 489 5.1 
サバ類 334 3.5 
ヒラメ 306 3.2 
ホッケ 306 3.2 
総計 9,585  

小型定置網のハタハタ漁獲量 763 トンを県別に見ると、秋田県が 429 トンと最大であ

る。これは産卵・接岸時のハタハタを漁獲するためである(飯田ほか 2021)。秋田県の

2017～2019 年の定置網での旬別漁獲状況(秋田県水産振興センター 2021)によると、ハ

タハタが漁獲されるのは 3 年とも 12 月に限られている。この 3 年間のハタハタが漁獲

されている地区の定置網における合計の魚種別漁獲量は以下のとおりである。 

  漁獲量(トン) 率(％) 
ハタハタ 881.8 93.0 
ブリ類(含アオ) 18.8 2.0 
サケ 10.4 1.1 
マアジ 9.7 1.0 
総計 948.6  
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以上のとおり、ハタハタが定置網に入る時期の混獲種はブリ類、サケ、マアジである

が総漁獲量に対する比率は 2％以下と小さい。 

・⼩底 

 農林水産統計による 2019 年の日本海北区における小底の魚種別漁獲量で上位魚種は

以下のとおりである(農林水産省 2021)。 

   漁獲量(トン) 率(％) 
その他エビ類 1,018 17.6 
マダラ 635 11.0 
ハタハタ 615 10.7 
カレイ類 436 7.6 
ホタテガイ 400 6.9 
マダイ 399 6.9 
ナマコ 282 4.9 
ニギス 252 4.4 
スルメイカ 249 4.3 
ホッケ 146 2.5 
総計 5,772  

小底では産卵期(12 月)と夏季(7､8 月)以外、日本海北部沖合で漁獲される(飯田ほか 

2021)が、県別に見ると 2019 年は山形県が 281 トン(小底によるハタハタ漁獲量の 46%)

で最大である。山形県の 2018、2019 年の小底の魚種別漁獲量の合計は以下のとおりで

ある(山形県 2021)。上表でホタテガイはほとんど陸奥湾産と考えられる。 

  漁獲量(トン) 率(％) 
マダラ 877,531 31.1 
ハタハタ 468,514 16.6 
タイ類 373,329 13.2 
ホッケ 271,818 9.6 
ホッコクアカエビ 243,484 8.6 
カレイ類 170,741 6.1 
スルメイカ 89,104 3.2 
総計 2,819,692  

カレイ類は種別に掲載されている月の情報ではマガレイ、ムシガレイが上位である。 

農林水産統計と山形県の情報から、マダラ、マダイ、ホッケ、ホッコクアカエビ、カ

レイ類(マガレイ、ムシガレイ等)が小底の主な混獲利用種と考えられる。 

混獲非利用種：  

・小型定置網 

上記（③ 6）混獲利用種）の通りハタハタが漁獲される時期の混獲利用種は僅かであ

るため、混獲非利用種についても対象となるものは無視し得ると考えた。 

・小底 
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クモヒトデ類(日水研 私信)。 

7) 希少種 

環境省レッドデータブックを根拠とした。環境省による 2020 年レッドデータブック

掲載種の中で、生息環境が本系群の分布域と重複する動物は以下のとおりである(環境

省 2020)。 

 爬虫類 アカウミガメ(EN)、アオウミガメ(VU) 

 鳥類 ヒメウ(EN)、ヒメクロウミツバメ(VU)、コアジサシ(VU)、カンムリウ

ミスズメ(VU) 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無  
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

本系群の生態、資源、漁業等については関係県、水産機構等で調査が行われ成果が蓄

積されているが(秋田県水産振興センターほか 1989 など)、日本海北部海域の生態系に

関する調査・研究例は少ない。そのため 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情

報はない 
 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース評価

を実施できる情報

がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

当該海域では各県調査船により沖合定線調査、沿岸定線調査により水温、塩分等の調

査が定期的に実施されている(日本海区水産研究所 2022)。したがって 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
科学調査は実施

されていない 
 海洋環境や生態系

について部分的・

不定期的に調査が

実施されている 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

漁業種類別の漁獲量については農林水産省統計部によって調査されているが、混獲非

利用種や希少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていない。したがって 3

点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁業活動から情

報は収集されて

いない 

 混獲や漁獲物

組成等につい

て部分的な情

報を収集可能

である 

混獲や漁獲物組

成等に関して代

表性のある一通

りの情報を収集

可能である 

漁業を通じて海洋環境

や生態系の状態をモニ

タリングできる体制が

あり、順応的管理に応

用可能である 

 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

評価対象である小型定置網、小底の混獲利用種について、それぞれ CA 評価を行った

ところ、小型定置網 4 点、小底 3 点であった。それぞれの漁獲量(評価範囲①参照)で重

み付けした平均点は 3.55 点であったことから総合評価は 4 点とする。漁法別評価結果
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は以下のとおりである。 

・小型定置網 

 評価範囲③ 6)に示したとおり、ハタハタが漁獲される時期の小型定置網混獲種は量

的にわずかであるため、混獲利用種はなしとする。このため 4 点とする。 

・小底 

小底混獲利用種は、③ 6)に示したとおりマダラ、マダイ、ホッケ、ホッコクアカエ

ビ、カレイ類とした。 

小底混獲利用種に対するCA評価 
評価対象漁業 小底(かけまわし) 
評価対象海域 日本海北区 
評価対象魚種 マダラ、マダイ、ホッケ、ホッコクアカエビ、カレイ類 
評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種 

評価対象要素 

資源量 3 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 
ホッケ道南系群は資源が懸念される状態にあり、カレイ類についても近

年減少傾向であったため3点とする。 

評価根拠 

マダラ(日本海系群)、マダイ(日本海北・中部系群)、ホッケ(道南系群)、ホ

ッコクアカエビ(日本海系群)については、資源評価が行われており、その

結果は以下のとおりである。 
 
・マダラ日本海系群：2000～2019年の年齢別漁獲尾数からチューニング

VPAにより資源量を推定し、資源状態を判断したところ、2019年の資源水

準は高位、直近5年間の推移から動向は横ばいと判断され、現状の漁獲圧

が続いた場合、2026年の資源量は2019年とほぼ同じという結果であった

(佐久間ほか 2021a)。 
・マダイ日本海北・中部系群：大型定置網の漁労体あたり漁獲量を基に資

源状態を判断したところ、2019年の資源水準は中位、直近5年間(2015～
2019年)の推移から動向は減少傾向とされた(水産機構・水産技術研究所ほ

か 2021)。 
・ホッケ道南系群：1993～2019年の漁獲量の推移から2019年の資源水準は

低位、直近5年間(2015～2019年)の漁獲量の推移から資源動向は横ばいと

判断した(森田ほか 2021)。 
・ホッコクアカエビ日本海系群：1980年以降の沖合底びき網漁業1そうび

き(以下、沖底)の標準化CPUEの推移から、2019年の資源状態は高位、直

近5年間(2015～2019年)の推移から動向は横ばいとした(佐久間ほか 
2021b)。 
 
カレイ類については、資源評価は行われていないため、2003年以降の日本

海北区におけるカレイ類漁獲量を示す(農林水産省 2021; 図2.2.1)。 
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  図2.2.1 日本海北区におけるカレイ類漁獲量 
 
図2.2.1をみると、日本海北区におけるカレイ類漁獲量は、2014年までは横

ばい傾向であったが、その後は減少傾向を示している。 
 
以上のとおり、マダラ日本海系群、マダイ日本海北・中部系群、ホッコク

アカエビ日本海系群については資源は懸念される状態にないが、ホッケ道

南系群は資源が懸念される状態にあり、カレイ類についても、資源水準は

不明であるが近年減少傾向であった。以上のことから、3点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を

実施で

きない 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が多く

含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて

悪影響のリスクは総合的

に低いが、悪影響が懸念

される種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 

評価対象である小型定置網、小底の混獲非利用種について評価を行ったところ、小型

定置網 4 点、小底 5 点であった。漁獲量による重み付け平均は 4.45 点であったことか

ら総合評価は 4 点となった。漁法別評価結果は以下のとおりである。 

・小型定置網 

 評価範囲③ 6)に示したように、ハタハタが漁獲される時期の混獲利用種はわずかで

あるため、混獲非利用種についても対象となるものはないと考え 4 点とする。 

・⼩底 

 日本海北区における小底の混獲非利用種はクモヒトデ類とされる(日水研 私信)。海

域は異なるが、Daume and Ariji (2014)によれば京都府のかけまわし漁業ではクモヒトデ

0
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ン
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目の漁獲量は総漁獲量に対して 2.5％と少ない。このため日本海北区における小底(か

けまわし)においてもクモヒトデ類に対する漁業の影響は無視しうるものとして 5 点と

した。 

 

2.2.3 希少種 

環境省(2020)のレッドデータブック掲載種の中で、生息環境が日本海北区と重複する

動物に対し、PSA 評価を行った結果を以下に示す。PSA スコアは全体として 2.39 とリス

クは低い値を示した。よって 4 点とする。 

 
希少種の生産性に関する生物特性値 

 評価対象生物 成熟開

始年齢

(年) 

最大年

齢(年) 
抱

卵

数 

最大体

長(cm) 
成熟体

長(cm) 
栄養

段階
TL 

出典 

アカウミガメ 35 70～80 400 110 80 4 岡本ほか (2019), 石原 
(2012), Seminoff (2004) 

アオウミガメ 20～50 80 110 100 80 2 東京都島しょ農林水産総合

センター(2017)，Wabnitz et 
al (2010) 

ヒメウ 3 18 3 73 63 4.2 浜口ほか(1985), Hobson et al. 
(1994), Clapp et al (1982) 

ヒメクロウミツ

バメ 
2 6 1 20 19 3.6 浜口ほか(1985), Klimkiewicz 

et al. (1983) 

コアジサシ 3 21 2.5 28 22 3.8 Clapp et al. (1982) 

カンムリウミス

ズメ 
2 7* 2 26 24 3.8 HAGR (2017)** 

* 近縁種 S. antiquus で一部代用 

** HAGR: Human Ageing Genomic Resources 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実

施できな

い 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が多数含まれ

る。PSAにおいて

悪影響のリスクが

総合的に高く、悪

影響が懸念される

種が含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が少数含まれ

る。PSAにおいて悪

影響のリスクは総

合的に低いが、悪

影響が懸念される

種が少数含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影

響のリスクは低

く、悪影響が懸念

される種は含まれ

ない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響のリ

スクが総合的に高く、

悪影響が懸念される種

が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSA
やCAにおいて悪影

響のリスクは総合

的に低いが、悪影

響が懸念される種

が少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低く、悪影響が

懸念される種は含

まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

日本海のハタハタはマダラやアカガレイに捕食されている(藤原 未発表)。マダラと

アカガレイを主要な捕食者と捉え、CA 評価を行った。その結果、マダラ(日本海系群)の

資源状態に影響はないと考えられたが、アカガレイ（日本海系群）の資源量に減少傾向

がみられ 3 点とした。 

捕食者に対するCA評価 
評価対象漁業 小底 
評価対象海域 日本海(青森県〜島根県) 
評価対象魚種 マダラ、アカガレイ 
評価項目番号 2.3.1.1 

評価項目 捕食者 

評価対象要素 

資源量 3 

再生産能力   

年齢・サイズ組成   

分布域   

その他：   

評価根拠概要 
主要な捕食者と考えられるマダラの資源状態は高位・横ばいのため資源状態に懸

念はないがアカガレイの資源量に減少傾向が見られた。3点とする。 

評価根拠 

マダラ(日本海系群)とアカガレイ(日本海系群)については資源評価が行われてお

り、結果は以下のとおりである。 
 
・マダラ日本海系群：資源状態について、資源量指標値(沖底の標準化CPUE)をチ

ューニング指標値として用いたコホート解析により評価した。当海域におけるマ

ダラの2019年の親魚量は71百トンであり、資源水準を高位と判断した。また、資

源動向は、過去5年間(2015～2019年)における資源量の推移から横ばいと判断した

(佐久間ほか 2021a)。 
・アカガレイ日本海系群：沖底の漁獲成績報告書から求めた資源密度指数から資

源水準を判断した。また、動向は面積密度法で算出した現存尾数と遷移率による

コホート解析で求めた資源量により判断した。2019年の資源密度指数から、水準

は中位、資源量の直近5年間(2016～2020年)の推移から動向は減少と判断した(藤原
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ほか 2021)。 
  
以上のとおり、マダラの資源量は高位で横ばいを保っており、資源状態に懸念は

ない。一方、アカガレイの資源量は中位であるが、動向は減少傾向を示し、資源

量の減少に懸念があるため3点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を

実施で

きない 

多数の捕食者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って捕食者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 

 ハタハタ成魚の主餌料はニホンウミノミで、その他オキアミ類、カイアシ類、イカ類、

魚類が多い。ニホンウミノミと日本海の中深層に卓越して多いキュウリエソについては

(Fujino et al. 2013)、PSA 評価を行った。一方、餌料と思われるホタルイカの漁獲量は富

山県の統計が利用可能である。そのため富山県のホタルイカ漁獲量を用い、CA 評価を

行った。その結果、ニホンウミノミ、キュウリエソに対する減少リスクは低く、ホタル

イカの漁獲量にも定向的変動が認められなかったことから 4 点とした。 

 

 
餌生物の生産性に関する生物特性値 

 
 
ハタハタ餌生物に対する CA 評価結果 

評価対象漁業 沖底、小底 

評価対象海域 日本海北区 

評価対象魚種 ホタルイカ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物 
評価対象要素 資源量(漁獲量) 4 

評価対象生物
成熟開始
年齢

最大年齢 抱卵数
最大体
長

成熟
体長

繁殖戦略
栄養
段階
TL

密度依存
性（無脊
椎）

出典

ニホンウミノミ 130⽇* 233⽇*
650（=6.5回
×100個）***

17mm** 9mm*
雌の育児嚢
で1.3mmま
で

2
密度補償作
⽤知られず

*Ikeda（1990）
**千原・村野（1997）
***太⿑・本多（1998）トウヨウ
ヒゲナガヨコエビの数値

キュウリエソ 1年* 20ヶ⽉* 610** 59mm***40mm 分離浮遊卵 2.5
*由⽊（1984）
**由⽊（1982）
***Ikeda(1994)
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再生産能力   

年齢・サイズ組成   

分布域   

その他：   

評価根拠概要 ホタルイカは資源が懸念される状態とは考えられないため4点とする。 

評価根拠 

ホタルイカについては富山県の漁獲量が利用可能である(富山県 2020)。 
 
・ホタルイカ：2001～2017年の富山県の漁獲量を示す(図2.3.1.2)。年変動が大きい

が、定向的な変動は見られない。そのため4点とする。 

 
 
図2.3.1.2 富山県におけるホタルイカ漁獲量 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施でき

ない 
対象魚種の漁

獲・混獲や種苗

放流による多数

の餌生物に定向

的変化や変化幅

の増大などの影

響が懸念される 

対象魚種の漁

獲・混獲や種

苗放流による

一部の餌生物

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混

獲、種苗放流に

よって餌生物が

受ける悪影響は

検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、対象魚種

の漁獲・混獲や種苗放

流による食物網を通じ

た餌生物への間接影響

は持続可能なレベルに

あると判断できる 

 

2.3.1.3 競争者 

日本海の中深層の餌生物のうち、卓越して存在するキュウリエソを捕食していると考

えられ(Fujino et al. 2013)、また、資源量が多く、ハタハタと競合するのはスルメイカ

(Uchikawa and Kidokoro 2014)、ソウハチ、ムシガレイであろう。また、マダラはハタハ

タの捕食者であったが(2.3.1.1)、大型のハタハタにとっては競争者となりうる。スルメ

イカ、ソウハチ、ムシガレイ、マダラを競争者として CA 評価を行い 3 点とした。 

ハタハタ競争者に対するCA評価 
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評価対象漁業 沖底、小底 
評価対象海域 日本海北区 
評価対象魚種 スルメイカ、ソウハチ、ムシガレイ、マダラ 
評価項目番号 2.3.1.3 

評価項目 競争者 

評価対象要素 

資源量 3 

再生産能力   

年齢・サイズ組成   

分布域   

その他：   

評価根拠概要 
ハタハタ競争者であるスルメイカとムシガレイで資源状態が懸念されるため3点と

する。 

評価根拠 

日本海海域におけるスルメイカ(秋季発生系群)、ソウハチ(日本海系群)、ムシガレ

イ(日本海系群)、マダラ(日本海系群)の資源状況は以下のとおりである。 
 
・スルメイカ秋季発生系群：親魚量は1992～2015年漁期にはSBmsyを上回る年が多

かったが、2016年漁期から漁獲圧がFmsyを超え、低加入の年が続いたことも重な

って親魚量はSBmsyを下回った。2020年漁期後の親魚量は225千トンと推定され、

MSYを実現する親魚量(SBmsy)を下回っており、SBmsyの0.68倍である。また、

2020年漁期の漁獲圧は、MSYを実現する漁獲圧(Fmsy)を上回っており、Fmsyの
1.14倍である。親魚量の動向は、近年5年間(2016～2020年漁期)の推移から横ばいと

判断される(久保田ほか 2021)。 
・ソウハチ日本海系群：鳥取県・島根県の銘柄別体長組成・漁獲量と、沖底・小

底の漁獲統計情報から求めた年齢別漁獲尾数を用い、コホート解析により資源量

を求めた。コホート解析におけるチューニング指数は、漁獲量の大半を占める沖

底の資源密度指数を用いた。沖底の資源密度指数から資源水準は中位、最近5年間

の資源量の推移から動向は増加と判断した。現状の漁獲圧が続いた場合の5年後の

資源量は増加することが予想される(吉川ほか 2021)。 
・ムシガレイ日本海系群：1993年以降の沖底2そうびき(浜田以西)の日別・漁船別

漁業データについて、漁区ごとの水深・水温情報も利用して標準化CPUEの計算を

行い、資源量指標値とした。資源水準の判断には親魚量を用い、Blimit(3,020トン)
を中位と低位の境界とした。2019年の親魚量(1,412トン)はBlimitを下回っており、

資源水準を低位と判断した。資源動向の判断には資源量を用いた。コホート解析

から推定された過去5年間(2015～2019年)の資源量の推移から、資源動向を増加と

判断した。現状の漁獲圧が続いた場合の5年後の資源量は穏やかな増加に留まるこ

とが予想される(八木ほか 2021)。 
・マダラ日本海系群：資源水準の指標値である2019年の親魚量は71百トンであ

り、資源水準を高位、資源動向は、過去5年間(2015～2019年)における資源量の推

移から横ばいと判断した。現状の漁獲圧が続いた場合の資源量はほぼ横ばいで推

移すると予想される(佐久間ほか 2021a)。 
  
以上のごとくハタハタ競争者には資源状態が懸念される種がみられるため3点とす

る。 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施でき

ない 
対象魚種の漁

獲・混獲や種苗

放流による多数

の競争者に定向

対象魚種の漁

獲・混獲や種

苗放流による

一部の競争者

CAにより対象

漁業の漁獲・

混獲、種苗放

流によって競

生態系モデルベース

の評価により、対象

魚種の漁獲・混獲や

種苗放流による食物
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的変化や変化幅

の増大などの影

響が懸念される 

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

争者が受ける

悪影響は検出

されない 

網を通じた競争者へ

の間接影響は持続可

能なレベルにあると

判断できる 

 

2.3.2 生態系全体 

図 2.3.2a に示したように、評価対象海域における漁獲物の栄養段階組成をみると、

漁獲は栄養段階 2.0 や 3.0-3.5 で多く、図 2.3.2b のマイワシやスルメイカが寄与して

いることがわかる。図 2.3.2c に示したとおり、漁獲物の平均栄養段階には有意な定向

的傾向は認められなかったことから 5 点とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図2.3.2a 2019年の海面漁業生産統計調査から求めた、日本海北区の漁獲物栄養段階組成 
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図2.3.2b 2019年の海面漁業生産統計に基づく日本海北区の漁獲物の種組成 
 
 
 

図2.3.2c 海面漁業生産統計調査から求めた、評価対象海域の総漁獲量と漁獲物平均栄養段階の

推移(遠洋漁業による漁獲量は差し引いた) 
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1点 2点 3点 4点 5点 
評価を

実施で

きない 

対象漁業による影響

の強さが重篤であ

る、もしくは生態系

特性の定向的変化や

変化幅拡大が起こっ

ていることが懸念さ

れる 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象

漁業による影響の

強さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態

系に不可逆的な

変化が起こって

いないと判断で

きる 

 

2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

本系群については、現在は大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価し

ない。 

 
2.3.4 海底環境 

 対象漁業のうち、小底は着底漁具を用いる漁業であるが、本系群の対象となる日本海

北区において、着底漁具による撹乱に対する海底環境の応答を評価するための長期的な

時系列データ(多様度指数等)が利用可能ではないため、SICA 評価を行った。 

評価対象漁業 小底 
評価対象海域 日本海北区 
評価項目番号 2.3.4 

評価項目 海底環境 
空間規模スコア 1 

空間規模評価根

拠概要 
日本海北区においてハタハタを対象とする小底の操業は、水深200〜500m
で行われている。小底の操業がこの範囲全体で行われていると仮定する

と、操業面積は12,101km2と推定される。対象海域全体の面積を日本のEEZ
内における日本海北区とすると、総面積は145,938 km2であり、上記の操業

面積はそのうちの8.3 %を占める。評価手順書に沿うと小底かけまわしの空

間規模スコアは1点となる。 
時間規模スコア 3 

時間規模評価根

拠概要 
日本海北区の小底は9月～翌年6月の10ヶ月間で操業する。実際には荒天等

で操業日数は制限されるが年間のうち約70%が操業日数と考えると、時間

規模スコアは3点となる。 
影響強度スコア 1.82 

影響強度評価根

拠概要 
空間規模と時間規模のスコア、それぞれ1点、3点、漁法はかけまわしであ

るから強度スコアを算出すると、(1*3*2)^(1/3) = 1.82となる。 
水深スコア 3 

水深スコア評価

根拠概要 
調査船による底びき網試験操業の結果によると、本系群は水深70〜470mの

範囲で漁獲され、なかでも水深250m前後が中心となっている(杉山 1991)。
したがって、水深スコアは3点を配点する。 

地質スコア 1 
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地質スコア評価

根拠概要 
右図のとおり、日本海北区にお

ける陸棚縁辺〜斜面域の小底漁

場の底質はほぼ泥、もしくは青

色泥とみられる(MIRC 2016)。
したがって、地質スコアは1点
を配点する。 
 

地形スコア 2 

地形スコア評価

根拠概要 
水深データから算出した凹凸度を指標とすると(Evans 2021)、日本海北区の

陸棚縁辺〜斜面域にかけては平坦な地形と複雑な地形が混在していると考

えられるため、地形スコアを2点とした。 
 

総合回復力 2 

総合回復力評価

根拠概要 
上記3要素の算術平均((3+1+2)/3)から総合回復力は2点となった。 

SRスコア 2(中程度(2.7)) 
SRスコア評価

根拠概要 
S(規模と強度)とR(回復力)のユークリッド距離を求めると(SQRT(S^2＋
R^2))2.7となったためスコアは2点(影響強度は中程度)となった。 

Consequence(結
果) 
スコア 
  

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 4 
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  サイズ組成   
Consequence 
評価根拠概要 

ここでは、日本海北区の小底船の漁獲物栄養段階組成(MTLc)の経年変化を

もとに栄養段階組成に着目して、影響強度の結果を評価した。 

 
MTLcは、2012年以降に下降し、2017年に最低値をとったが、2018年以降は

上昇傾向にある。しかし、これらの変動幅は小さいことから、大きな変化

はないと考えられる。したがって、結果スコアは4点を配点する。 
総合評価 3   

総合評価根拠 
概要 

栄養段階組成から見た結果(C)に大きな変化は認められないが、規模と強度

(SI)の評価点は2と中程度であることから、一部で海底環境の変化が懸念さ

れると判断した。 

 
対象とする漁業のうち、小型定置網は着底漁業ではないものの、網を固定するアンカ

ーが多数海底に接地することから、3 点を配点する。 

 以上のように、小底、小型定置網ともに 3 点であったため、本項目は 3 点を配点す

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海

底環境への影響の

インパクトは重篤

ではないと判断さ

れるが、漁場の一

部で海底環境の変

化が懸念される 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、

対象漁業は重篤

な悪影響を及ぼ

していないと判

断できる 

 

2.3.5 水質環境 

 2020 年の第二管区管内での海上環境関係法令違反のうち、県漁業調整規則(有害物の

遺棄または漏せつ)違反、及び水質汚濁防止法違反は認められなかったため(海上保安庁 
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2020)、水質環境への影響は軽微であると考えられ、両漁業とも 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
取り組み状況に

ついて情報不足

により評価でき

ない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出が水質

環境へ及ぼす悪

影響が懸念され

る 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの

排出物は適切に

管理されてお

り、水質環境へ

の負荷は軽微で

あると判断され

る 

対象漁業による水質

環境への負荷を低減

する取り組みが実施

されており、対象水

域における濃度や蓄

積量が低いことが確

認されている 

 

2.3.6 大気環境 

 長谷川(2010)によれば、我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量・水揚げ金額あたり二酸

化炭素排出量の推定値は下表のとおりである(表 2.3.6)。定置網漁業の作業船による CO2

排出に関する報告はないが、漁場への移動、漁具の曳航を必要とする漁業ではなく、網

の設置及び揚網時に限定的に発生するのみと考えられる。小底は 1.407 t-CO2/t と我が国

漁業の中では低めの CO2排出量であった。このため、両漁業とも 4 点とする。 

 

表2.3.6 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたりCO2排出量試算値(長谷川 2010による) 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 
小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 
沖合底曳き網１そうびき 0.924 6.36 
船びき網 2.130 8.29 
中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 
大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 
大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 9.2 
さんま棒うけ網 0.714 11.65 
沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 
近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 
遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 
沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 
近海かつお一本釣り 1.541 6.31 
遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 
沿岸いか釣り 7.144 18.86 
近海いか釣り 2.676 10.36 
遠洋いか釣り 1.510 10.31 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実

施できな

い 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの排

出ガスは適切に管

理されており、大

気環境への負荷は

軽微であると判断

される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容(3.1) 

 小型定置網は県知事により許可、第 2 種共同漁業権が漁業協同組合に免許されるが、

海区漁業調整委員会の意見を聴き、操業期間等の条件を付けて免許されるため参入規制

が働いている。さらに自主的なインプット・コントロールとして公的規制とは別の禁漁

期間の設定(青森県)、漁獲量制限、休漁日設定(秋田県地区ごと)が取り組まれてきてお

り、秋田県では漁獲枠から漁獲努力量(経営体ごとの水揚げ上限日数)管理に移行した。

小型底びき網漁業かけまわし(以下、小底)は知事許可漁業であり、隻数制限が設けられ、

漁業調整規則により禁漁期間の設定(山形県､新潟県)、距岸 7,400m 以内での禁漁(山形

県)が決められている。自主的なインプット・コントロールとして山形県では休漁、目合

規制など、新潟県では休漁に取り組むこととされている(3.1.1 5 点)。1999 年に秋田県、

青森県、山形県、新潟県の漁業者が北部日本海ハタハタ資源管理協定を締結し、採捕体

長制限等を実施してきた。さらに小底については、自主的規制として網目制限等につい

て引き続き取り組むこととされている(3.1.2 5 点)。各県とも少なくとも一部地域で漁

業者団体による環境・生態系保全活動が取り組まれている(3.1.4.2 3 点)。 

執行の体制(3.2) 

 ハタハタ日本海北部系群は日本海北部海域に分布しており、資源管理については日本

海・九州西広域漁業調整委員会・日本海北部会で扱われている(3.2.1.1 5 点)。小底、小

型定置網については各県当局が漁業の監視・取り締まりを行い、関係法令に違反した場

合、有効と考えられる制裁が設定されている。第 2 種共同漁業についても共同漁業権行

使規則に罰則が定められている(3.2.1.2 5 点, 3.2.1.3 5 点)。本系群については新漁業

法下の各県資源管理基本方針で、漁業者自身が定期的に計画の実施状況を検証し改良す

ることとなっており、県としても 5 年ごとに方針の検討、見直しをすることになってお

り順応的管理の仕組みは導入されていると考えられる(3.2.2 3 点)。 

共同管理の取り組み(3.3) 

 すべての漁業者は漁業者組織に所属しており、特定できる(3.3.1.1 5 点, 3.3.1.2 5 点)。

本系群に対して小型定置網、小底で自主的な管理が実施されており漁業者組織の管理に

対する影響力は強い(3.3.1.3 5 点)。両漁業関係者は本系群の自主的管理、公的管理に主

体的に参画している(3.3.2.1 4 点, 3.3.2.2 5 点)。県によってはハタハタには漁業者以

外にも適用される沿岸域での採捕を制限、禁止する海区漁業調整委員会指示がある。幅

広い利害関係者が資源管理に参画し(3.3.2.3 5 点)、漁業者が管理施策の意思決定に参

画する仕組みが存在している(3.3.2.4 3 点)。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

2019 年の農林水産統計によれば、本系群の県別・漁法別漁獲量は下表のとおりであ

る(農林水産省 2021)。 
 

漁獲量(トン) 率(％)  
合計 沖底 小底 小型定置 小底県別 定置県別 

青森県 × 94 0 327 0.0 42.9 

秋田県 783 214 88 429 14.3 56.3 

山形県 294 × 281 5 45.7 0.7 

新潟県 251 × 239 0 38.9 0.0 

富山県 × 0 7 1 1.1 0.1 

日本海北区 1761 315 615 762   

率(％)  17.9 34.9 43.3   

 これによれば、評価対象漁業は、小型定置網(秋田県、青森県)、小底(山形県、新潟県)

となる。小型定置網には、小型定置網漁業と建網(底建網を含む)漁業がある。 

② 評価対象都道府県の特定 

 ①で示したように、青森県、秋田県、山形県、新潟県となる。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 各都道府県における評価対象漁業について以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、許可証等及び、後述する各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動の内容 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 評価対象魚種について行われている、種苗放流事業の有無について、事業実施主体

が漁業者なのか行政なのか等を含め、資料を収集の上で判断する。ただし、試験研究

機関が実施する実験規模の種苗放流については考慮しない。 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 本系群で評価対象と特定されている漁業は、青森県、秋田県の小型定置網漁業、及び

山形県、新潟県の小底である。小型定置網は知事許可漁業あるいは第 2 種共同漁業権漁

業である。共同漁業権は県知事により漁業協同組合に免許される。知事は漁業権の申請

について海区漁業調整委員会の意見を聴き、申請が海区漁場計画に合致する等の条件を

満たすものについて免許することとなるため参入規制が働いている。免許の条件として

青森県西部海域のはたはた小型定置網は 11 月 1 日～翌年 1 月 31 日(青森県 2014)、秋

田県のはたはた小型定置網は 11 月 1 日～翌年 1 月 15 日と漁期が定められている(秋田

県 2013)。さらに小型定置網に関する自主的なインプット・コントロールとして「日本

海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」(水産庁 2003)では漁獲量制限(秋田県)が実施

され、2011 年以降の両県資源管理指針でも公的規制とは別の禁漁期間の設定(青森県)、

漁獲量制限(秋田県北部地区)、休漁日設定(秋田県天王地区)が取り組まれている(青森県 

2015, 秋田県 2011)。秋田県では従来から漁獲枠管理が実施されるなかで空操業やコス

トの削減のため漁獲努力量管理が指向されてきたところ、2021(令和 3)年漁期以降はモ

ニタリング網の敷設とともに定置網経営体ごとに水揚げ上限日数が定められることと

なった(秋田県水産振興センター 2021, 秋田県ハタハタ資源対策協議会 2021a, b)。 

 小底は各県の知事許可漁業であり、漁業法第 57 条 7 項に基づき隻数制限が設けられ

ている(農林水産省 2018)。山形県では漁業調整規則 12 条(山形県 2020)に基づく制限措

置として 7、8 月の禁漁、距岸 7,400m 以内での禁漁が決められている(山形県 2021a)。

新潟県でも 7、8 月の操業が禁止されている(新潟県 2022a)。さらに小底では自主的なイ

ンプット・コントロールとして、「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」に基

づき実施してきた休漁(水産庁 2003)、目合規制等による漁獲努力量の削減(山形県 

2011)、重点的に休漁(新潟県 2011)に取り組むこととされている。さらに新潟県ハタハ

タ管理委員会では 1 隻 1 日漁獲数量規制実施を決定している(新潟県 2020a)。以上のと

おり、小型定置網、小底ともインプット・コントロールが導入されている。本系群の 2019

年の資源水準・動向は中位・横ばい(飯田ほか 2021)とされる。5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 本系群については、小型魚保護のため体長制限が課せられている。公的な規制として
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秋田県、山形県では漁業調整規則によりすべての漁業について全長 6cm 以下のハタハ

タの採捕が禁止されているが(秋田県 2020a, 山形県 2020)、自主的な措置として 1999

年に秋田県を始め青森県、山形県、新潟県の漁業者が北部日本海ハタハタ資源管理協定

を締結し、採捕体長制限(全長 15cm 未満)を実施する等の資源管理を実施してきた(杉山 

1999, 朝日新聞デジタル 2019, 日本経済新聞 2019)。さらに小底については、自主的規

制として山形県では「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」(水産庁 2003)、及

び「山形県小型機船底びき網漁業(手繰第一種)包括的資源回復計画」(山形県 2008)で実

施してきた目合規制(ハタハタについて袋網は 1 寸目以上、3～6 月のハタハタ操業の魚

取り部の角目網または菱目網は 1 寸 6 部目合を使用)を継続し(山形県 2011)、新潟県で

も資源管理指針の中で自主的措置として網目制限等について引き続き取り組むことと

されている(新潟県 2011)。このように小型魚保護の観点から自主的にも管理措置が取

り入れられているため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コントロ

ールの施策が全く導入

されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コントロ

ール施策が十分に導入

されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 当該海域では本系群の大規模な種苗放流は現在は行われていないため、本項目は評価

しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 小底に関しては着底漁具であるため海底環境への影響を検討する必要があろう。当該

海域の小底、小型定置網については 3.1 で触れた規制のほかには影響を制御するための

規制は特段見当たらないが、2.3.4(海底環境)では当該海域における海底環境への影響は

両漁業とも中程度としている(2.3.4 3 点)。そのため本項目についても直接的な影響は

中程度という視点から 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 
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3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 各県の資源管理指針では漁業者自らが水質の保全、藻場・干潟の保全・造成及び森林

の保全・整備等により漁場環境の改善に取り組むとされる(青森県 2015, 秋田県 2011, 

山形県 2011, 新潟県 2011)。実際、青森県、秋田県、山形県、新潟県の一部地域では漁

業者や地域住民が、藻場の保全等に取り組んでいる様子がうかがえる(JF 全漁連 2021)。

以上、活動の詳細、頻度等を判断する材料が乏しいものの各県とも少なくとも一部地域

で環境・生態系保全活動が取り組まれているとして 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 本系群は青森県から富山県に至る日本海北部の沿岸域に分布しているが(飯田ほか

2021)、広域資源に対する資源管理は広域漁業調整委員会が担うこととされ(水産庁 

2021a)、本系群の場合は日本海・九州西広域漁業調整委員会・日本海北部会で扱われて

いる(水産庁 2020, 2021b)。小型定置網、小底両漁業についてはそれぞれの県が管轄して

いる。以上のとおり生息域をカバーする管理体制が確立し機能しているとし、5 点とす

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバーす

る管理体制がある 

. 生息域をカバーする管理体

制が確立し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 小型定置網、及び小底については各県当局が漁業調整規則等により日常的に漁船漁業

の監視・取り締まりを行っている(青森県 2020, 秋田県 2020a, 山形県 2020, 新潟県 

2020b)。よって 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがたい

が、相当程度の監視

体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 
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3.2.1.3 罰則・制裁 

 小型定置網、小底においては各県漁業調整規則等に違反した場合、漁業法、県漁業調

整規則の規定により免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその併科となる。罰

則規定としてはいずれの漁業にとっても十分に有効と考えられる。漁業に関する法令や

第 2 種共同漁業権の行使規則に違反した場合にも違反者には漁業の停止や過怠金が課

せられると行使規則に決められている場合が多い。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 小型定置網、小底については、各県の資源管理指針において自主的管理措置が示され

(青森県 2015, 秋田県 2011, 山形県 2021b, 新潟県 2011)、資源管理計画の評価・検証が

行われてきた(水産庁 2021c)。新漁業法下の県資源管理方針においても漁業者自身が定

期的に計画の実施状況を検証し改良することとなっており、また県としても 5 年ごとに

方針の検討、見直しをすることになっており、順応的管理の仕組みは導入されていると

考えられる(青森県 2021a, 秋田県 2020b, 山形県 2021b, 新潟県 2020c)。しかし、実際

の検証や見直しがどのように行われているか現状ではその実効性について評価する材

料がないため、両漁業とも 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業管理

の内容に反映する仕組みがな

い 

. 順応的管理の仕組みが

部分的に導入されてい

る 

. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 小型定置網は青森県では知事許可漁業、第 2 種共同漁業権漁業として小型定置網漁業

と底建網漁業があり、秋田県では知事許可漁業として建網(底建網を含む)漁業、第 2 種

共同漁業権漁業として小型定置網漁業と底建網漁業がある。許可証や漁業権行使規則に

基づいて操業しており、資源利用者は特定できる。小底は知事許可漁業であり資源利用

者は公的にすべて特定できる。すべての資源利用者は公的かつ明確に特定されている。

以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 小型定置網、小底の漁業者は地域の沿海漁業協同組合や、それを通じ県漁業協同組合

連合会、全国漁業協同組合連合会に組織されている。すべての漁業者がいずれかの漁業

者組織に所属しており、5 点を配点する。 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 各県の小型定置網、小底は北部日本海ハタハタ資源管理協定により小型魚保護に努め、

各県資源管理指針で自主的措置として網目制限、休漁等に取り組むとされている(青森

県 2015, 秋田県 2011, 山形県 2011, 新潟県 2011)。この指針のもとで資源管理計画が

漁協等の計画作成主体により実施されてきた(水産庁 2021c)。これら小型定置網、小底

の漁業者組織による自主的な管理施策は漁業者組織の影響力の表れであると評価し、5

点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しない

か、管理に関する活動を行

っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管理に

強い影響力を有して

いる 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 漁業構造改革総合対策事業において、新潟県の上越漁業協同組合は小底の改革型漁船

の導入実証事業により上越地域プロジェクトを主導した(上越漁業協同組合 2016)。秋

田県では、秋田ハタハタを秋田の県魚はわずか 1 ヶ月だけ沿岸の漁場を沸かす神の魚と

して全国漁業協同組合連合会等が推進するプライドフィッシュに登録し(全国漁業協同

組合連合会)、販売促進に努めている。今回対象となった青森県、秋田県、山形県、新潟

県のほぼすべての地区で自治体、漁業協同組合等が地域水産業再生委員会、漁業再生委

員会を組織し、浜の活力再生プランとして水揚げ物の付加価値向上、漁業経営安定化対

策、衛生管理対策、魚価対策等に取り組んでいる(水産庁 2021d)。各県の漁業協同組合、

または漁業協同組合連合会はネット直販、直売店等の事業に取り組み、業者では困難な

経営上の活動を実施し水産資源の価値の最大化に努めている(青森県漁業協同組合連合

会 2022, 秋田県漁業協同組合 2022, 山形県漁業協同組合 2022, 新潟漁業協同組合 

2022)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 



 
 

48

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 小型定置網、小底においては、地区、県段階で諸会議へ出席している。広域漁業管理

に関しても資源管理協定について 4 県の漁業協同組合の協議の場が設けられている。具

体的な資料は乏しいが、年間 12 回以上の会議への出席は必要であると考えられ、4 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 対象海域を所管している日本海・九州西広域漁業調整委員会・日本海北部会(定員 13

名)には、道県互選委員として青森県西部海区漁業調整委員会会長代理、秋田海区漁業

調整委員会委員、山形海区漁業調整委員会会長、新潟海区漁業調整委員会会長が参画し

ている(水産庁 2021e)。各県の小型定置網、小底の公的な規制にかかわる各県海区漁業

調整委員会には漁業者、漁業従事者が、青森県の西部海区には 15 名中 13 名(青森県 

2021b)、秋田海区には 10 名中 6 名(秋田県 2021)、山形海区には 10 名中 6 名(山形県 

2021c)、新潟海区は 15 名中 9 名が(新潟県 2022b)、委員として参画している。これらに

は、小型定置網、小底が営まれる地域の漁協の役員等が含まれる。また、水産資源に関

する施策を諮問される水産政策審議会資源管理分科会にも全国漁業協同組合連合会の

役員が委員として参画している(水産庁 2021f)。以上により適切に参画していると評価

し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定

的に参画 

. 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 各県の小型定置網、小底について、許可、免許の際に県知事から意見を聴かれる立場

の海区漁業調整委員会には学識経験者、中立委員が青森県の西部海区は 15 名中 2 名、

秋田海区は 10 名中 4 名、山形海区は 10 名中 4 名、新潟海区は 15 名中 6 名が参画して

いる(青森県 2021b, 秋田県 2021, 山形県 2021c, 新潟県 2022b)。放産したハタハタの

卵の採捕やこれにともなう所持、販売は青森県、秋田県、山形県の漁業調整規則で禁止

されている(青森県 2020, 秋田県 2020a, 山形県 2020)。秋田海区では沿岸海域でのたも
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網等によるハタハタの採捕制限、山形海区では第 2 種共同漁業権漁業、竿釣り、手釣り

以外による採捕禁止が漁業調整委員会から指示されている(秋田海区漁業調整委員会 

2019, 山形海区漁業調整委員会 2021)。これらは漁業者以外にも適用される。漁業と海

洋性レクリエーションの共存及び調和ある発展に資するため各県に設置されている漁

業協同組合員、遊漁関係者、海洋性レクリエーション関係者等から構成される海洋海面

利用協議会(水産庁 1994)においてハタハタに関する海区委員会指示の発動、遊漁の状

況等が報告されている(山形県 2016)。日本海・九州西広域漁業調整委員会・日本海北部

会には大臣選任委員として学識経験者 3 名が参画している(水産庁 2021e)。また、水産

政策審議会資源管理分科会には、特別委員として水産、海事関係の労働組合、水産物持

続的利用のコンサルタント、遊漁団体等からの参画がある(水産庁 2021f)。主要な利害

関係者は資源管理に参画していると考えられるため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者が

部分的・限定的に関

与している 

. 漁業者以外の利害関係者

が存在しないか、ほぼす

べての主要な利害関係者

が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 小型定置網、小底については、各県の資源管理指針において自主的な管理措置が示さ

れ(青森県 2015, 秋田県 2011, 山形県 2011, 新潟県 2011)、資源管理計画の評価・検証

が行われてきた(水産庁 2021c)。新漁業法下の各県資源管理方針でも資源管理協定のも

とでの、関係者による計画、評価、見直しに関する意思決定過程が示されている(青森県 

2021a, 秋田県 2020b, 山形県 2021b, 新潟県 2020c)。以上、関係者による意思決定機構

が存在するが、検証と見直しの実施について、現状では評価する材料がないため 3 点と

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
意思決定機

構が存在せ

ず、施策に

関する協議

もなされて

いない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者をメ

ンバーとする意思

決定機構は存在

し、施策の決定と

目標の見直しがな

されている 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構成

メンバーとする意

思決定機構が存在

し、施策の決定と

目標の見直しが十

分になされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 当該海域では本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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1点 2点 3点 4点 5点 
コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況(4.1) 

 ハタハタ日本海北部系群は、青森県・秋田県の小型定置網及び山形県、新潟県の小型

底びき網漁業かけまわし(以下、小底)で大部分が獲られている。漁業収入のトレンドは

低下を示した(4.1.1.1 1 点)。収益率と漁業関係資産のトレンドについては、全国平均値

の個人経営体のデータを用いた結果、収益率のトレンドは 5 点と高く、漁業関係資産の

トレンドは 2 点とやや低かった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量の安

定性ともに 3 点と中程度であった。漁業者組織の財政状況は 3 点と中程度であった。操

業の安全性は 5 点と高かった。地域雇用への貢献は高いと判断された(4.1.3.2 5 点)。労

働条件の公平性については、漁業で特段の問題はなかった(4.1.3.3 3 点)。 

加工・流通の状況(4.2) 

 小規模市場では漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、

セリ取引、入札取引による競争原理が働かない場合も生じる(4.2.1.1 4 点)。取り引きの

公平性は確保されている(4.2.1.2 5 点)。関税は冷凍品では基本 3.5%であるが、各種の

優遇措置が設けられている(4.2.1.3 3 点)。卸売市場整備計画等により衛生管理が徹底

されている(4.2.2.1 5 点)。仕向けは中高級食材である(4.2.2.2 4 点)。労働条件の公平

性も特段の問題はなかった(4.2.3.3 3 点)。以上より、本地域の加工流通業の持続性は概

ね高いと評価できる。 

地域の状況(4.3) 

 先進技術導入と普及指導活動は行われており(4.3.1.2 5 点)、物流システムは整って

いた(4.3.1.3 5 点)。地域の住みやすさは全体平均で 3 点であった(4.3.2.1)。水産業関係

者の所得水準はやや低い(4.3.2.2 2 点)。漁具漁法及び加工流通技術における地域文化

の継続性は高い(4.3.3.1 及び 4.3.3.2 5 点)。 

 

評価範囲 

①  評価対象漁業の特定 

2019 年の農林水産統計によれば、本系群の県別・漁法別漁獲量は下表のとおりであ

る(農林水産省 2021a)。  
漁獲量(トン) 率(％)  

合計 沖底 小底 小型定置 小底県別 定置県別 
青森県 × 94 0 327 0.0 42.9 
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秋田県 783 214 88 429 14.3 56.3 

山形県 294 × 281 5 45.7 0.7 

新潟県 251 × 239 0 38.9 0.0 

富山県 × 0 7 1 1.1 0.1 

日本海北区 1761 315 615 762   

率(％)  17.9 34.9 43.3   

 これによれば、評価対象漁業は、小型定置網(秋田県、青森県)、小底(山形県、新潟県)

となる。 

② 評価対象都道府県の特定 

①で示したように、青森県、秋田県、山形県、新潟県となる。 

③ 評価対象都道府県に関する情報の集約と記述 

 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他後

述する必要な情報を集約する。 

1) 漁業種類、制限等に関する基礎情報 
2) 過去 11 年分の年別⽔揚げ量、⽔揚げ額 
3) 過去 36 か⽉分の⽉別⽔揚げ量と⽔揚げ額 
4) 過去 3 年分の同漁業種 5 地域以上の年別平均⽔揚げ価格 
5) 漁業関係資産 
6) 資本収益率 
7) ⽔産業関係者の地域平均と⽐較した年収 
8) 「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2021)による各都道府県沿海市の住みよさ偏差

値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 ハタハタの漁業種類ごとの漁獲金額は公表されていないことから、県ごとのハタハタ

の漁業産出額に(農林水産省 2012〜2021)、総漁獲量に占める評価対象漁業の漁獲量の

比率を乗じることで求めた。漁業収入のトレンドは最近 10 年間(2010〜2019 年)の漁獲

金額のうち上位 3 年間の平均値と直近年(2019 年)の比率で評価した。ただし、青森県は

情報が秘匿された年があったため情報が得られた年のみを用いた。結果は、小型定置網

(青森県):48%(1 点)、小型定置網(秋田県):49%(1 点)、小底(山形県):68%(2 点)、小底(新潟

県):49%(1 点)となった。県別・漁業種類別点数の漁獲量による加重平均は 1.22 であるた

め、全体の得点は 1 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析を実施する。漁業経営調査のうち個人経営体統計の主とする漁業

種類別統計を用いて 2014～2018 年の(漁労利益/漁業投下資本合計)の平均値で評価する。

小底は 3～5 トン、5～10 トン、10～20 トンの各漁船トン数階層のデータ 160%、84%、

100%を使用し、5 点とする。小型定置網は 87%となることから 5 点となる。以上より総

合で 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析を実施する。漁業経営調査個人経営体統計の小底(3～5 トン、5～

10 トン、10～20 トンの各漁船トン数階層)及び小型定置網を用いて過去 10 年間のうち

最も高い漁業投下固定資本額の 3 年間の平均値と直近年で比較して評価する。小底は

34%で 1 点、61%で 2 点、55%で 2 点となり、平均値 2 点とする。小型定置網は 56%で

2 点となる。両者ともに 2 点なので 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 
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4.1.2 経営の安定性 

4.1.2.1 収入の安定性 

 ハタハタの県別漁業種類別漁獲金額は 4.1.1.1 同様、ハタハタの漁業産出額×対象漁

業のハタハタ漁獲量／ハタハタ総漁獲量で求め、最近 10 年間(2010～2019 年)の漁獲金

額の安定性を評価した。ただし、青森県は情報が秘匿された年があったため情報が得ら

れた年のみを用いた。対象漁業の 10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求め

たところ、小型定置網(青森県):0.33(3 点)、小型定置網(秋田県):0.23(3 点)、小底(山形

県):0.29(3 点)、小底(新潟県):0.30(3 点)となった。すべての漁業が 3 点であるため、全体

の得点は 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 

 4.1.2.1 と同様、県別漁法別ハタハタ漁獲量を用いて、本系群の漁獲量の安定性を評価

した。対象漁業の最近 10 年間(2010～2019 年)の平均漁獲量とその標準偏差の比率を求

めたところ、小型定置網(青森県):0.46(2 点)、小型定置網(秋田県):0.24(3 点)、小底(山形

県):0.34(3 点)、小底(新潟県):0.37(3 点)となった。これらから 2019 年漁獲量で重み付け

した平均点を求めると、漁業種類別では小型定置網(青森県、秋田県)2.6、小底(山形県､

新潟県)3 となり、全体では 2.7 となった。このため全体の得点は 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 

 青森県・秋田県の小型定置網及び山形県・新潟県の小底の経営体は、主に沿海漁協に

所属している。直近の 2017、2018、2019 年の沿海漁協の経常利益(都道府県単位)をみる

と、青森県は 3 年とも黒字(5 点)、秋田県・山形県は 1 年黒字で 2 年赤字(3 点)、新潟県

は 3 年とも赤字であった(1 点)(農林水産省 2018～2020)。各県の漁獲量による加重平均

は 3.1 なので 3 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
経常収支は赤字となっているか、または

情報は得られないため判断ができない 
. 経常収支はほぼ

均衡している 
. 経常利益が黒字

になっている 
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4.1.3 就労状況 

4.1.3.1 操業の安全性 

 令和 2 年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、評価対象漁

業における事故であることが特定されたか、もしくは評価対象漁業である可能性を否定

できない死亡者数は、青森県 2 人(定置網漁船からの落水事故; 運輸安全委員会 2020a, 

b, 越智･山崎 2018)と、ほかは 0 人であった(厚生労働省労働局 2021, 運輸安全委員会 

2021)。海面漁業従事者数は、利用可能な最新のデータ(平成 25 年)では、青森県 8,217 人

であった(農林水産省 2020a)。したがって、1,000 人当たり年間死亡者数は、青森県 0.24

人、ほかは 0 人となり、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
1,000人漁期当たりの死

亡事故1.0人を超える 
0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当たりの

死亡事故0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 

 水産業協同組合は主たる事務所の所在地に住所を構えなければならないことを法的

に定義づけられており(水産業協同組合法第 1 章第 6 条)、その組合員も当該地域に居住

する必要がある(同法第 2 章第 18 条)。そして漁業生産組合で構成される連合会も当該

地区内に住居を構える必要がある(同法第 4 章第 88 条)。法務省ほか(2017)によれば、技

能実習制度を活用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、その人

数は実習生を除く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。以上のことから

対象漁業の就業者はすべて当該地区内に居住しているとして 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020 年度(2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日)に公表

された送検事案の件数は、青森県において 3 件、秋田県において 0 件、山形県において

3 件、新潟県において 4 件であったが、すべて他産業となっていた(セルフキャリアデザ

イン協会 2022)。賃金の不払い、最低賃金以上の賃金を払っていなかった事例、外国人

技能実習生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等は見受けられず、ハタハタに関

わる加工・流通における労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 
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4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 

 ここでは各水揚げ港(産地市場)での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 

 青森県には 40 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 6

市場、100～500 トン未満の市場が 10 市場あり、全体の 87.5%が年間取扱量 3,000 トン

未満の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場は 3 市

場、20～50 人未満の登録が 13 市場、10～20 人未満の登録が 15 市場、5～10 人未満の

市場が 4 市場、5 人未満の小規模市場も 5 市場存在している(農林水産省 2020b)。 

 秋田県には 10 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 1

市場、100～500 トン未満の市場が 5 市場あり、すべての市場が年間取扱量 3,000 トン未

満の市場となっている。買受人数に着目すると、20～50 人未満の登録が 7 市場、10～

20 人未満の登録が 2 市場、5 人未満の小規模市場も 1 市場存在している(農林水産省 

2020b)。 

 山形県には 3 か所の魚市場があり、いずれも年間取扱量は 500 トン以上である。市場

買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が 1 市場、20～50 人未満の登録

が 2 市場である(農林水産省 2020b)。 

 新潟県には 18 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 2

市場、100～500 トン未満の市場が 4 市場あり、全体の 72%が年間取扱量 3,000 トン未満

の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が 10 市場、

20～50 人未満の登録が 7 市場、10～20 人未満の登録が 1 市場、10 人未満の市場は存在

しない(農林水産省 2020b)。 

 青森県、秋田県、山形県では、産地市場に多くの買受人が登録されていることから市

場の競争の原理は働いており、公正な価格形成が行われている。一方、青森県、秋田県

には小規模市場もある。水揚げ量が少なく、自ずと買受人が 5 人未満の小規模市場では

漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札

取引による競争原理が働かない場合も生じる(農林水産省 2020b）。よって青森県 3 点、

秋田県 3 点、新潟県 4 点とする。山形県は産地市場の数は少ないが 1 市場当たりの規模

は小さくなく、買受人は 20 人以上いるため 5 点とする。県別漁獲量による加重平均は

3.6 となるため、総合評価は 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情報はない . 少数の買受人が存在する . 多数の買受人が存在する 
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4.2.1.2 市場情報の入手可能性 

 2020 年 6 月 21 日に改正された卸売市場法が施行された。この第 4 条第 5 項により、

業務規程により定められている遵守事項として、取扱品目その他売買取引の条件を公表

することとされ、また、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果等を定期的に公表

することとされた。同時に従来規定されていた、「県卸売市場整備計画」に係る法の委

任規定が削除されたことから、これまで各県が作成していた卸売市場整備計画を廃止す

る動きもあるが、これまで整備計画で定められていた事項は引き続き守られていくと考

えられる。各県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の

確保等と並んで、取り引きの公平性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入

荷情報、セリ・入札の開始時間、売り場情報については公の場に掲示されるとともに、

買受人の事務所に電話・ファックス等を使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公

平に伝達されている。これによりセリ取引、入札取引において競争の原理が働き、公正

な価格形成が行われている(青森県 2017, 秋田県 2016, 山形県 2016, 新潟県 2017)。以

上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる

情報はない 
. 信頼できる価格と量の情報が、次の市

場が開く前に明らかになり利用できる 
. 正確な価格と量の情

報を随時利用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 

 2020 年 10 月 1 日時点でのハタハタの実効輸入関税率は基本 3.5%であるが、経済連

携協定を結んでいる国は無税もしくは 1.9%の関税率となっている(日本税関 2020)。以

上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
貿易の機会を与

えられていない 
. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 
. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 

 加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 

 青森県では「第 10 次青森県卸売市場整備計画」(2017 年 2 月)に則り、県内の産地卸

売市場及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理さ

れてきた(青森県 2017)。また、A-HACCP(青森ハサップ：青森県食品衛生自主衛生管理

認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図ってきた(青森県 2021)。 

 秋田県では「第 10 次秋田県卸売市場整備計画」(2016 年 12 月)に則り、県内の産地卸

売市場及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理さ
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れてきた。また、「秋田県食品自主的衛生管理認証制度(秋田県 HACCP)」を 2010 年に制

定し、衛生管理の徹底を図ってきた(秋田県 2022)。 

 山形県では「第 10 次卸売市場整備計画」(2016 年 12 月)に則り県内の産地卸売市場及

び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた

(山形県 2016)。また、食品衛生法改正(2021 年 6 月)にともない、原則すべての食品等事

業者が HACCP に沿った衛生管理を実施することになった(山形県 2021a)。 

 新潟県では、「第 10 次卸売市場整備計画」に則り県内の産地卸売市場及び小規模市場

の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた(新潟県 

2017)。また、食品衛生法改正(2021 年 6 月)にともない、原則すべての食品等事業者が

HACCP に沿った衛生管理を実施することになった(新潟県 2020)。 

 各県とも、5 年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模

市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた。また、

2020 年 6 月 21 日に改正された卸売市場法が施行され、従来規定されていた、「県卸売

市場整備計画」に係る法の委任規定が削除されたことから、各県が作成していた卸売市

場整備計画を廃止する動きもあるが、これまで整備計画で定められていた事項は引き続

き守られていくと考えられる。また、各県とも、独自に食品の安全性を確保するための

自主的管理認定制度を制定してきたが、2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部が改正

され、すべての食品等事業者を対象に HACCP に沿った衛生管理に取り組むこととなっ

たため、現在では HACCP の推進を進めている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 
. 日本の衛生管理基

準を満たしている 
. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 

 ハタハタは生鮮食用(工藤 1997)と加工用(秋田県 2002)に用いられるため、平均して

4 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
魚粉/動物用餌/
餌料 

. 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 
. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 

4.2.3.1 労働の安全性 

 令和 2 年の水産食品製造業における労働災害による死傷者数は、青森県 47 人、秋田

県 0 人、山形県 3 人、新潟県 21 人であった(厚生労働省 2021b)。水産関連の食料品製造

業従事者数は、利用可能な最新のデータ(令和 2 年)では、青森県 3,927 人、秋田県 224
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人、山形県 253 人、新潟県 3,446 人であった(経済産業省 2021)。したがって、1,000 人

当たり年間死傷者数は、青森県 12 人(1 点)、秋田県 0 人(5 点)、山形県 11.9 人(1 点)、新

潟県 6.1 人(2 点)となる。以上より、漁獲量で重みづけした点数は 1.91 点となり、2 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
1,000人年当たりの

死傷者7人を超える 
7人未満6人以上 6人未満4人以

上 
4人未満3人以上 1,000人年当たり

の死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 

 2018 年漁業センサスによれば、各県の水産加工会社数は、青森県 147、秋田県 50、山

形県 58、新潟県 117 となっている(農林水産省 2020c)。ハタハタを漁獲する各県におけ

る水産加工会社数を全都道府県の加工会社数の平均と比較すると、青森県 95%で 3 点、

秋田県 32%で 2 点、山形県 37%で 2 点、新潟県 75%で 3 点で、各県の漁獲量による加

重平均値 2.4 より、全体で 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020 年度(2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日)に公表

された送検事案の件数は、青森県において 3 件、秋田県において 0 件、山形県において

3 件、新潟県において 4 件であったが、すべて他産業であった(セルフキャリアデザイン

協会 2022)。賃金の不払い、最低賃金以上の賃金を払っていなかった事例、外国人技能

実習生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等は見受けられず、ハタハタに関わる

加工・流通における労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 

 青森県内の冷凍・冷蔵倉庫数は 126 工場あり、冷蔵能力は 307,545 トン(冷蔵能力を有
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する 1 工場当たり 2,606 トン)、1 日当たり凍結能力 7,752 トン、冷凍能力を有する 1 工

場当たり 1 日当たり凍結能力は 90.1 トンである(農林水産省 2020c)。秋田県内の冷凍・

冷蔵倉庫数は 19 工場あり、冷蔵能力は 10,136 トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 533

トン)、1 日当たり凍結能力 284 トン、冷凍能力を有する 1 工場当たり 1 日当たり凍結能

力は 21.8 トンである(農林水産省 2020c)。山形県内の冷凍・冷蔵倉庫は 20 工場あり、

冷蔵能力は 16,609 トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 830 トン)、1 日当たり凍結能力

184 トン、冷凍能力を有する 1 工場当たり 1 日当たり凍結能力は 14.2 トンである(農林

水産省 2020c)。新潟県内の冷凍・冷蔵倉庫は 115 工場あり、冷蔵能力は 113,705 トン(冷

蔵能力を有する 1 工場当たり 1,073 トン)、1 日当たり凍結能力 9,045 トン、冷凍能力を

有する 1 工場当たり 1 日当たり凍結能力は 111.7 トンである(農林水産省 2020c)。 

 好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商行為を通じて

地域間の調整は取れており、地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量に対する必要量

を満たしていると考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 

 青森県、秋田県の小型定置網については、ハタハタではないが漁業収入向上の目的で

活魚、活け締め、神経締めが導入されている(深浦町深浦地区地域再生委員会 2019, 深

浦町北金ヶ沢地域水産業再生委員会 2019, 秋田県地域水産業再生委員会 2019 など)。

また、青森県の資源管理指針において定置網及び底建網は自主的に禁漁期間の設定に取

り組むことが謳われている(青森県 2015)。秋田県では資源管理指針において地区ごと

に漁獲量制限、保護区設定、休漁日設定、産卵基質投入等を自主的に行うことが謳われ

ている(秋田県 2011)。これらの新技術、並びに自主的な資源管理施策の決定、遂行等に

対して県等の普及指導が行われているため両県とも 5 点とする。   

底びき網では、山形県では、漁業協同組合が漁獲物の品質向上のための海水殺菌、冷却

装置の導入、神経締め、活け締め技術の向上などに取り組み、底びき漁業者が漁協、県、市

町などと協力して取り組んでいる（山形県水産業再生委員会（底曳部会）2019）。新潟県で

は、新潟県漁業協同組合が県、市などと協力して底びき網漁業などの流通販売強化のための

急速冷凍冷蔵施設の活用、産地市場の情報共有化などに取り組んでいる（新潟越後広域水産

業再生委員会 2019）。これらの技術導入等の決定、遂行に対して県等の普及指導が行わ

れているため 5 点とする。 
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1点 2点 3点 4点 5点 
普及指導活動が

行われていない 
. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 
. 普及指導活動が行われてい

る 

 

4.3.1.3 物流システム 

 Google Map により、ハタハタを主に水揚げしている漁港から地方、中央卸売市場、

港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港から

中央卸売市場への所要時間は最長でも 2 時間半前後であり、ほとんどの漁港から地方卸

売市場までは 1 時間前後で到着でき、アクセスの良さが評価出来る。以上より 5 点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
主要物流ハ

ブへのアク

セスがない 

. 港、空港のいずれかが近くに

ある、もしくはそこへ至る高

速道路が近くにある 

. 港、空港のいずれもが近くに

ある、もしくはそこへ至る高

速道路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 

4.3.2.1 地域の住みやすさ 

 地域の住みやすさの指標となる「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2021)による

住みよさ偏差値の各県沿海市の平均値を用いて評価した。住みよさ偏差値の値は、青森

県 48.2(2 点)、秋田県 49.9(3 点)、山形県 49.2(3 点)、新潟県 50.9(3 点)であり、漁獲量に

よる加重平均 2.8 から、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以
下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－
49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－
51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－
53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以
上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 

 本系群を漁獲している小型定置網漁業の 2019 年所得水準は漁業経営調査の個人経営

体調査の漁労所得から 1 ヶ月当たり 211,333 円となり、小底の所得水準は同じ調査から

1 ヶ月当たり 3～5 トン船 293,167 円、5～10 トン船 173,833 円、10～20 トン船 530,750

円(3 階級の平均は 332,583 円)となる(農林水産省 2021a)。賃金構造基本統計調査による

2019 年の男性平均月給(決まって支給する現金給与額と年間賞与その他特別給与額の合

計)は、10～99 人規模では青森県 285,550 円、秋田県 296,383 円、山形県 321,733 円、新

潟県 342,100 円である(厚生労働省 2020)。漁労所得と比較すると小型定置網(青森県､秋

田県)はそれぞれ 74%、71%で小型定置網は両県とも 2 点となった。小底(山形県、新潟

県)は 3 階級の平均値と比較すると、それぞれ 97%、102.9%で両県とも 3 点となる。漁
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獲量による加重平均 2.4 から、全体の評価として 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
所得が地域平

均の半分未満 
所得が地域平

均の50-90% 
所得が地域平均

の上下10%以内 
所得が地域平均

を10-50%超える 
所得が地域平均を

50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 

4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 

 本系群は、産卵期(12 月)には定置網・底建網・刺網、産卵期と夏季(7、8 月)以外の季

節には小底や沖合底びき網漁業 1 そうびきにより漁獲される。ここでは本系群の主漁法

である定置網漁について述べる。産卵期の定置網漁が盛んな秋田県では、11 月下旬から

漁師が港近くの番屋に泊まり込み、産卵のための大量接岸に備え始める。ハタハタ接岸

後、漁師は昼夜を問わず定置網の網おこしを行い、集落が一丸となってハタハタを漁獲

する。定置網漁の漁期は短く、本格的な漁獲期間は一週間程度である(Makino 2011)。現

地では「季節ハタハタ漁」と呼ばれ、漁獲最盛期には漁協が開催するハタハタ直売会に

周辺住民が長蛇の列をなし、その風景が毎年マスコミで報道される。このように、ハタ

ハタ定置網漁は地域風土に深く根付いた重要な文化になっている。以上から 5 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁具・漁法

に地域の特

徴はない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝統的

な漁具・漁法は既に消滅したが、

復活保存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な漁具・漁法により

漁業がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 

 ハタハタは漢字で「鰰」または「鱩」と書く。名の由来は諸説あるが、急に鳴る激し

い雷をさす古語である「霹靂神(はたたがみ)」からきていると考えられている。冬に海

が荒れて雷鳴が轟き「はたたの神様がお出でになる」と、この魚が産卵のため一斉に沿

岸へ押し寄せたため、「はたたの神の魚」が縮まって「ハタハタ」と呼ぶようになった

という(F のさかな 2016)。近年、日本海沿岸や北海道沿岸でも盛んに漁が行われるよう

になり、徐々に全国的な魚となってきている(藤原 2010)。ハタハタには鱗がなく、肉は

白身で淡泊、骨離れがよく、きわめて美味。塩焼き、煮つけ、干物、粕漬け、鍋物、揚

げ物など、さまざまな料理法に向く。産卵前の魚は脂がのり、よい出汁も出るので、鍋

物や味噌汁、粕汁等の具として冬の料理に合うとされている(河野ほか 2000)。雌の卵巣

や、海藻に産み付けられた卵塊は「ぶりこ」と呼ばれ、大粒で独特な歯ごたえと旨味が

あり珍重される。 

 伝統料理「はたはたずし(飯ずしの一種)」が生まれた秋田県は、米と雪の国でもある。

深い雪と適度な湿り気のある長い冬が、貯蔵食物の発酵に格好の環境を与えた。佐竹藩
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政以来の米の増反増産により、多様な米食とともに米こうじを利用した優れた発酵食文

化が育ったとされる(農山漁村文化協会 1986)。元禄年間(1688～1704 年)に発刊された日

本諸国名物尽には、出羽国のハタハタ寿司の記載が見られる(菅原 2016)。昭和 30 年代

から 40 年代にかけてハタハタが大量に獲れたころには、売っても魚を詰める箱代にも

ならないため、畑の肥料にされた。海藻から離れてしまった「ぶりこ」が近くの浜一面

を埋め尽くすこともたびたびあったという(平井 2003)。秋田音頭に「秋田名物 八森ハ

タハタ 男鹿で男鹿ぶりこ(アーソレソレ)」と唄われる八峰町八森は、ハタハタの主産卵

場のひとつである。八森漁港近くで宿を営む女性の幼稚園時代には、遠足というとクラ

ス全員が「はたはたずし」のお弁当だったとの逸話からも当時の様子が忍ばれる(野村 

2016)。大量に陸揚げされたハタハタを求め、内陸の町や山村からも馬をひいて買いに

来る人がいた。その一部は「はたはたずし」に加工され、丸ごとの「一匹ずし」は正月

の祝い魚となり、「これがないと正月が迎えられないというほどに、なくてはならない

食べ物」であった(長崎 1986)。貯蔵・発酵技術も季節の移り変わりに応じ、年越しに漬

ける「切り寿司」、正月用の「一匹ずし」、田植えまで保存して食べる「塩漬」、「こぬか

漬」、さらにこの塩漬を春に 2 日間ほど水で塩抜きして再び麹で寿司にして田植えどき

に食べたという。漬け込み中に出てくる汁は「塩汁(しょっつる)」にし、調味料として

一年中使った。ハタハタは男鹿の北浦海岸に産卵に寄ってくるころが、ぶりこも成熟し

て最も味がのり、ねばり気が強くて味がよいと評判であった。ぶりこは煮て、白米に乗

せてとろろのようにして食べたり、塩漬発酵させて「押しぶりこ」にした(長崎 1986)。 

 かつて年間１万トンを越えた漁獲量は昭和 51 年をピークに激減し、秋田県では 1992

年 9 月～1995 年 9 月の 3 年間、全面禁漁に踏み切った。元・秋田県漁業協同組合代表

理事組合長の杉本八十治氏によれば、禁漁前から県民の口に入りづらい価格になってい

たため、ハタハタを食べる文化がいったん途絶えてしまったと言う。ハタハタが減って

からも、県民が必ず作る料理といえば「はたはたずし」であったが、ハタハタがたくさ

んないとできない粕漬け等は消え、しょっつるは製造できなくなってしまった。そうし

た現状から勉強会用に魚を提供する等して、調理法を伝授する機会を設けたところ、多

少なりとも功を奏したという。また、漁業協同組合青年部では、生産者と消費者を直接

結ぶ活動も大々的に行われているとのことである。秋田県産の魚が流通しにくい原因に、

魚屋が減りスーパーマーケットが主流になっていることが考えられるが、その中には秋

田県産の魚を扱う大手スーパーマーケットも存在し、地元の出店者が集う市場の生鮮食

品売り場には「秋田のハタハタコーナー」が設けられ、ハタハタの食文化継承や消費促

進に貢献している。また、漁業協同組合ではハタハタを長期間食べられるよう、加工品

の開発も行っている。特に現在は冷凍設備が整っているため、500～600 トンを冷凍し、

年間を通じて流通できるようになった。獲った分を無駄にしないよう、獲り過ぎて価格

が下落した場合、組合で買いつけて冷凍保存しつつ市場に出していくという組織力を生

かした取り組みもなされている(杉本 2008)。 
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 ハタハタを原料とする代表的な加工品で、日本三大魚醤のひとつにも数えられる「し

ょっつる」は「はたはた醤油」ともいわれている。ハタハタは内臓を取り除かずに、樽

の中へ魚・塩・魚・塩と何層にも重ねてから重石をかけて 2～3 年保存して作る(成瀬 

2011)。菅原(2016)によれば、しょっつる(塩汁・塩魚汁)が秋田県の沿岸一帯で自家用と

して作られたのは江戸時代初期(約 370 年前)と推定され、製造の最盛期は第二次世界大

戦中で、極端に物資の不足していた時期と重なっている。製造業者は昭和 20 年 8 月の

敗戦直後には、秋田市内だけで 25 軒を越え、隆盛を極めたが、年々減少の一途を辿り、

現在は細々と続けられている。しょっつる製造には統一した方法はなく、その工場に伝

授された製法で経験的に実施している手工業的な業種形態であり、組合も存在していな

い。製造量は全体でも 200 キロリットル程度であり、郷土料理(鍋料理)がその需要を支

えてきた(菅原 2016)。その代表的なものは「しょっつる鍋」や「貝焼き(かやき)」であ

ろう。「しょっつる鍋」は水と酒にしょっつるを加えた出汁でハタハタ、長ネギ、セリ

等を加えてあっさりと煮る鍋料理である。「貝焼き」は鍋の代わりにホタテガイの貝殻

を使い、ハタハタ、豆腐、糸切りコンニャク、セリ、長ネギ、タケノコ、シイタケ等を

材料としたものであったが、現在はホタテガイの貝殻を使わなくても「貝焼き」といわ

れている(成瀬 2011)。また、優れた発酵加工食品に「はたはたの三五八漬け」がある。

三五八漬けは、おもに東北地方に見られる漬け物の一種で、塩とこうじと蒸し米を 3 対

5 対 8 で合わせたものだが、時間がたつほど発酵が進み、味もまろやかに変化する(藤原 

2019)。 

 山形県では 11 月下旬～12 月ごろ、産卵のため大群で接岸するハタハタを目当てに、

釣り人が岸壁に大勢立ち並ぶ光景が見られ、庄内海岸の冬の風物詩となっている(山形

県 2021a)。茹でて醤油をかけて食べる「はたはたの湯上げ」は代表的な郷土料理となっ

ており(農林水産省 2021b)、庄内地域では、毎年 12 月 9 日の「大黒様のお歳夜(豊作と

子孫繁栄を祝い願う日)」に、ハタハタを甘味噌の田楽にして食べる風習がある(山形県 

2021b, 鶴岡食文化創造都市推進協議会 2021)。山形県最北部に位置する遊佐町には、焼

いたハタハタを醤油・みりん・酒で作った煮汁に浸す「ハタハタの焼き漬け」という食

べ方も伝わっており、郷土料理のレシピ集を作成・発刊し、地域の自然が育んだ食材と

食文化を次世代に伝えるための取り組みを行っている(遊佐町 2014a,b)。 

 富山県新川魚津の聞き書には、「頭をとってこんがりと焼き、酢醤油で食べる。胴は

醤油と酒で煮つけたり、野菜や麩等と煮つける」との記述があり、身近な魚であったこ

とがわかる(宇田 1989)。また、富山県のホームページには「富山のさかなレシピ」とし

て「ハタハタの酢入り」「南蛮漬け」「唐揚げ」が紹介されている。酢を使うのが特徴的

である(富山県 2021)。青森県、新潟県でも焼き物、煮つけ、揚げ物、鍋料理等として同

様に食べられている(青森県漁業協同組合連合会 2021, 新潟県漁業協同組合連合会 

2021)。以上のように、特に秋田県を中心に伝統的な食べ方や加工法が発達し、それを継

承する努力も続いていることから 5 点を配する｡ 
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1点 2点 3点 4点 5点 
加工・流通技術で地域

に特徴的な、または伝

統的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝

統的な加工・流通技術は既に

消滅したが、復活保存の努力

がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

 ハタハタの栄養成分は、表のとおりである(文部科学省 2016a)。 
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5.1.2 機能性成分 

5.1.2.1 EPA と DHA 

 ハタハタの脂質には、高度不飽和脂肪酸である EPA と DHA が多く含まれている。ハ

タハタのEPA含量は 510mg/100g、DHA含量は、710mg/100gである(文部科学省 2016b)。

EPA は血栓予防、抗炎症作用、高血圧予防、DHA は脳の発達促進、認知症予防、視力

低下予防、動脈硬化の予防改善、抗がん作用等の効果がある(水産庁 2014)。 

 

5.1.2.2 ミネラル 

 骨や歯の組織形成に関与しているカルシウム、亜抗酸化作用を有するセレンを多く含

む(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 東北や北海道ではハタハタの旬は 12 月～翌年 1 月である。この時期は産卵期にあた

り、「ブリコ」と呼ばれる卵をもっている雌が珍重される(フーズリンク 2022)。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 鮮度がよいものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。①体表の光沢がよく、

斑紋が鮮やかである。②目が澄んでいる。③鰓が鮮やかな赤色である。④臭いがしない。

⑤腹部がかたくしっかりしていて、肛門から内容物が出ていない(須山・鴻巣 1987)。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

特筆すべき情報はない。 

 
5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下

と成分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 

本種に特に該当する検査は存在しない。 
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5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通している生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類含む)において、腸炎ビブリ

オ最確数が、基準値を超えると食品衛生法第 6 条違反となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 

鰓蓋に鋭いトゲがあるため、取り扱い時にトゲによる怪我に注意する。 
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